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守
尊
兄
法
班
榔
王
略
年
並
帽
 
 

和
歌
活
動
の
面
を
中
心
に
巨
 
 

千
 
草
 
 
聡
 
 

t
、
は
〕
め
に
 
 
 

守
覚
法
規
王
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
仁
和
寺
第
六
代
御
宝
 
 

を
勤
め
た
人
物
で
あ
る
。
小
稿
で
は
守
覚
の
和
歌
活
動
に
集
点
を
あ
て
つ
つ
略
 
 

年
譜
を
作
成
し
、
そ
の
事
跡
を
辿
っ
て
み
た
い
。
 
 

最
初
に
、
取
り
上
げ
た
資
料
の
略
号
と
参
考
文
献
を
左
に
記
す
。
 
 
 

（
伝
）
 
－
 
顕
謹
書
寓
本
『
仁
和
寺
御
伝
』
 
（
仁
和
寺
史
料
・
寺
誌
編
l
一
）
 
 
 

〈
相
）
 
・
1
 
『
御
室
相
承
記
』
 
（
同
前
・
専
誌
編
〓
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「lll 戸 】lll   
た
だ
し
、
漢
数
字
は
参
照
し
た
巻
を
示
す
。
 
 

「
仁
和
寺
文
書
」
 
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）
中
に
引
用
 
 

さ
れ
た
 
『
北
院
御
室
御
記
』
 
 

『
百
錬
抄
』
 
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
 
 

『
帝
王
編
牢
記
』
 
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
 
 

『
公
卿
補
任
』
 
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
 
 

『
吾
妻
鑑
』
 
 

『
兵
範
記
』
 
 

『
山
根
記
』
 
 

『
吉
記
』
 
 

『
三
島
記
』
 
 

『
明
月
記
』
 
 

『
玉
葉
』
 
 

（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
 
 

（
増
補
史
料
大
成
）
 
 

（
増
補
史
料
大
成
）
 
 

（
増
補
史
料
大
成
）
 
 

（
増
補
史
料
大
成
）
 
 

（
国
書
刊
行
会
）
 
 

（
国
書
刊
行
会
）
 
 
 

（
孔
雀
法
制
修
法
記
）
 
1
 
（
群
書
猥
従
）
 
 
 

（
建
久
三
年
孔
雀
経
卸
値
法
記
）
 
－
 
（
続
辞
書
類
従
）
 
 
 

（
法
金
剛
院
文
書
）
 
（
北
院
御
日
次
記
）
 
ト
 
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
 
 
 

（
資
‡
卿
記
）
 
（
定
能
卿
記
）
 
－
 
『
歴
代
残
閉
日
記
』
 
 
 

（
研
）
 
－
 
『
皇
室
御
撰
之
研
究
』
 
（
左
を
参
照
）
 
 
 

な
お
、
『
御
重
相
承
記
』
は
、
芋
多
法
皇
よ
り
第
七
代
御
室
通
底
ま
で
の
仏
 
 

事
に
関
す
る
事
跡
を
録
し
た
も
の
だ
が
、
喜
多
院
御
室
の
巷
だ
け
を
欠
い
て
い
 
 

る
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
顕
謹
書
寓
本
『
仁
和
寺
御
伝
』
に
載
る
守
覚
の
事
跡
 
 

を
主
と
し
て
躇
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
同
御
伝
の
心
蓮
院
本
・
群
書
現
従
本
に
 
 

も
言
及
し
た
。
 
 
 

ま
た
、
守
覚
に
は
仏
教
関
係
の
著
作
も
多
数
ぉ
り
、
小
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
 
 

う
ち
で
成
立
時
斯
が
明
ら
か
な
も
の
に
限
っ
て
取
り
上
げ
、
主
と
し
て
成
立
年
 
 

の
l
番
長
後
の
と
こ
ろ
に
ま
と
め
て
記
し
た
。
そ
の
際
、
和
田
英
松
氏
の
詳
細
 
 

な
御
研
究
『
皇
室
御
撰
之
研
究
』
 
（
明
治
書
院
 
昭
和
十
八
）
 
の
学
恩
を
蒙
っ
 
 

た
。
特
に
仁
和
寺
所
蔵
本
に
関
し
て
は
、
右
書
か
ら
の
引
用
に
よ
る
も
の
で
あ
 
 

る
。
略
号
 
（
研
）
 
 

○
は
守
覚
関
係
の
事
柄
、
 
 

『
山
代
要
詑
』
 
（
改
定
史
籍
集
覧
）
 
 

『
平
家
物
語
』
 
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
 
 

『
愚
昧
記
』
 
（
東
京
大
学
史
料
編
葛
所
蔵
）
 
 

『
女
院
小
伝
』
 
（
群
書
額
従
）
 
 

『
本
朝
皇
胤
招
遅
録
』
 
（
群
書
頸
従
）
 
 

『
左
記
』
 
（
群
書
規
従
）
 
 

『
乗
寺
王
代
記
』
 
（
統
群
書
類
従
）
 
 

●
は
守
覚
の
和
歌
関
係
の
事
柄
、
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二
、
守
寛
法
群
王
略
年
譜
 
 

久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
 
 
 

一
読
（
数
え
年
。
以
下
同
）
 
 
 

〇
三
月
四
日
 
雅
仁
耕
王
 
（
後
の
後
白
河
院
）
 
と
藤
原
季
成
女
の
成
子
 
（
高
 
 

倉
三
位
）
 
と
の
間
の
第
二
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
法
諦
は
始
め
守
性
、
後
に
守
 
 

覚
と
改
め
た
 
（
伝
他
）
。
弊
ち
な
み
に
、
玉
葉
で
は
守
覚
を
「
八
条
院
御
養
子
」
 
 

と
記
す
 
∧
頑
安
四
年
二
月
廿
三
日
条
）
。
ま
た
、
守
克
と
同
腹
の
兄
弟
に
股
富
 
 

門
院
亮
子
・
高
倉
宮
（
以
仁
王
）
・
式
子
内
親
王
が
お
り
 
（
招
他
）
、
そ
の
う
 
 

ち
高
倉
富
も
「
八
粂
女
院
御
酒
子
」
 
で
あ
っ
た
 
（
玉
・
治
承
四
年
五
月
十
五
日
 
 

条
）
。
守
覚
や
以
仁
王
が
い
つ
八
条
院
養
 
（
楢
）
子
と
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
 
 

な
い
が
、
こ
う
し
た
八
条
院
と
守
覚
兄
弟
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ハ
条
院
が
 
 

糞
福
門
慌
腹
で
あ
り
、
他
方
高
倉
三
位
も
「
以
莫
（
福
ノ
脱
力
）
門
院
為
惟
母
」
 
 

で
心
蓮
院
本
仁
和
寺
御
伝
）
 
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
 
 

《
参
考
文
献
）
 
 

・
「
法
橋
顆
昭
の
著
書
と
守
党
法
親
王
」
 
橋
本
進
言
氏
 
 

（
史
学
維
誌
 
第
三
一
編
三
号
 
大
正
九
年
三
月
）
 
 

・
「
諾
雑
記
」
 
（
国
語
国
文
 
十
八
巻
五
号
 
昭
和
一
一
十
四
・
十
）
 
 

・
『
桑
草
書
志
』
所
載
「
古
蹟
歌
書
目
録
」
 
太
田
晶
二
郎
氏
 
 

（
日
本
学
士
院
紀
要
 
昭
和
二
十
九
・
十
〓
 
 

・
仁
和
寺
蔵
「
高
倉
天
皇
窟
輪
消
息
」
 
「
三
十
帖
冊
子
」
 
は
 
『
仁
和
寺
の
名
 
 

宝
』
 
（
平
成
元
・
一
）
 
に
よ
る
。
 
 

◇
は
一
般
事
項
、
 
 

敲
は
稿
者
の
覚
書
き
、
 
 

仁
平
三
年
 
（
一
l
五
三
）
 
 
 
四
歳
 
 
 

〇
二
月
廿
三
日
 
白
川
殿
よ
り
仁
和
寺
に
渡
御
。
御
室
覚
癌
か
ら
初
め
て
倶
 
 

舎
頒
を
教
授
さ
れ
、
晩
に
は
還
御
 
∧
相
四
裏
書
）
。
〇
三
月
廿
七
日
 
若
宮
（
 
 

守
覚
）
、
仁
和
寺
北
院
へ
渡
御
。
数
刻
の
の
ち
還
御
 
（
兵
）
。
◇
十
二
月
六
日
 
 

第
四
代
御
室
覚
法
 
〓
ハ
三
蔵
）
 
入
滅
。
同
月
八
目
 
高
野
山
の
勝
連
花
院
に
て
 
 

葬
儀
 
（
相
四
）
。
 
 

仁
平
四
・
久
蕎
元
年
 
（
一
一
五
四
）
 
 
 
五
歳
 
 
 

○
十
月
十
日
 
若
宮
（
守
覚
）
、
仁
和
寺
へ
渡
御
 
（
兵
）
。
 
 

保
元
元
年
 
（
一
山
五
六
）
 
 
 
七
歳
 
 
 

〇
七
月
二
日
 
鳥
羽
院
 
（
五
四
読
）
 
崩
御
 
（
紹
他
）
。
○
十
一
月
廿
七
日
 
 

仁
和
寺
両
院
に
人
御
 
（
締
他
）
。
鞘
群
書
規
従
本
『
仁
和
寺
御
伝
』
 
に
は
、
「
 
 

今
日
事
、
血
向
女
院
卸
沙
汰
云
々
。
御
車
即
女
院
御
車
也
」
と
見
え
る
。
 
 

一
一
読
 
 
 

永
暦
元
年
 
二
 
〓
ハ
○
）
 
 

〇
二
月
十
七
日
 
北
院
に
て
出
家
。
戒
師
は
紫
全
室
寺
覚
性
 
（
編
他
）
。
◇
 
 

同
時
に
上
西
門
院
 
（
三
五
歳
）
 
も
癌
金
剛
院
に
て
出
家
 
（
女
）
。
〇
七
月
十
三
 
 

日
 
出
家
後
初
め
て
院
御
所
 
（
七
条
河
原
の
山
座
主
房
）
 
に
参
ず
。
途
次
、
天
 
 

台
座
主
最
雲
の
列
と
会
い
従
者
同
士
が
闘
諦
、
座
主
は
逐
電
 
（
山
〉
。
（
〕
十
月
 
 

五
日
 
棄
寺
に
て
受
戒
 
（
伝
）
。
 
 一

二
歳
 
 
 

永
暦
一
一
年
 
（
一
一
六
こ
 
 

〇
六
月
十
三
日
 
大
聖
院
御
所
で
『
十
八
道
念
洞
沢
第
』
一
巻
を
御
書
覚
性
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よ
り
伝
受
。
（
〕
七
月
七
日
 
北
院
御
経
蔵
に
て
始
行
 
（
以
上
、
平
安
遺
文
二
三
 
 

〇
〇
）
。
 
 

一
四
歳
 
 
 

応
保
三
年
（
一
一
六
三
）
 
 

○
正
月
十
一
目
 
『
金
剛
演
繹
心
蓮
華
部
念
洞
沢
第
』
二
巻
を
御
室
覚
性
よ
 
 

り
伝
受
。
○
同
月
廿
八
目
 
大
聖
院
細
経
蔵
に
て
始
行
 
（
以
上
、
平
安
遺
文
二
 
 

三
三
七
）
。
 
 

一
七
読
 
 
 

仁
安
元
年
二
 
〓
ハ
六
）
 
 

〇
八
月
十
五
日
 
『
バ
ン
・
ア
抄
』
一
帖
な
る
。
勝
賢
よ
り
伝
受
 
（
平
安
遺
 
 

文
二
四
八
二
）
。
 
 

一
九
歳
 
 
 

仁
安
三
年
 
（
一
二
ハ
八
）
 
 

〇
三
月
廿
七
日
 
一
身
岡
聞
梨
の
言
t
下
 
（
伝
）
 
じ
〇
四
月
十
一
日
～
十
三
∃
 
 

仁
和
寺
観
音
院
に
て
覚
性
よ
り
伝
法
惑
頂
を
受
け
る
。
後
白
河
上
里
御
幸
。
な
 
 

お
、
覚
性
へ
の
布
施
は
八
乗
院
か
調
献
 
（
伝
・
兵
他
）
。
〇
八
月
十
五
日
 
『
 
 

金
剛
胎
蔵
秘
密
式
』
一
帖
な
る
。
勝
賢
よ
り
伝
受
 
∧
平
安
遺
文
二
五
五
二
）
。
 
 

嘉
応
t
一
年
（
一
”
七
〇
）
 
 
ニ
ー
歳
 
 
 

〇
四
月
十
四
日
 
仁
和
寺
・
円
宗
寺
・
円
教
寺
■
円
融
寺
等
の
検
校
、
お
よ
 
 

責
応
元
年
 
（
一
二
ハ
九
）
 
 
二
〇
読
 
 
 

○
十
二
月
 
寺
務
に
輔
さ
れ
る
 
（
伝
∨
。
◇
十
二
月
十
山
日
 
 

の
覚
性
法
親
王
（
四
三
蔵
）
入
滅
 
（
編
他
）
。
○
同
月
十
三
日
 
 

の
大
御
室
（
長
和
親
王
）
陸
に
て
同
法
親
王
の
葬
送
 
（
兵
他
）
。
 
 

第
五
代
御
室
 
 

長
尾
山
林
中
 
 

び
勝
光
明
院
・
法
金
剛
院
等
の
別
当
に
捕
さ
れ
る
 
（
伝
）
。
○
閏
四
月
廿
∧
日
 
 

親
王
の
宣
下
 
（
編
他
）
。
○
十
一
月
廿
八
日
 
守
寛
、
高
野
勝
蓮
花
院
の
草
庵
 
 

に
て
『
里
奈
羅
供
大
同
聞
梨
作
法
』
を
著
す
。
こ
の
時
分
、
守
覚
は
高
野
山
に
 
 

参
寵
か
 
（
研
）
。
○
こ
の
年
『
語
草
蔑
』
を
著
す
。
 
 

嘉
応
三
・
承
安
元
年
 
（
一
l
七
一
）
 
 
 
二
丁
一
読
 
 
 

〇
三
月
廿
三
日
 
開
院
殿
に
て
初
め
て
愛
染
王
法
を
修
法
 
（
伝
他
）
。
〇
六
 
 

月
十
六
日
 
高
野
山
に
て
勝
贅
よ
り
『
真
言
莞
』
一
巻
を
伝
受
 
（
平
安
遺
文
二
 
 

六
四
〇
）
。
○
十
月
八
日
 
上
西
門
院
御
願
に
な
る
法
金
剛
院
内
小
笠
供
養
に
 
 

導
師
と
し
て
参
勤
 
（
蔭
金
剛
院
文
書
・
玉
他
）
。
○
こ
の
年
『
公
家
愛
染
王
御
 
 

佳
法
用
意
』
を
著
す
 
（
研
）
。
 
 二

三
蔵
 
 
 

承
安
二
年
 
（
一
一
七
t
一
）
 
 

○
正
月
十
三
日
 
円
宗
寺
お
よ
び
六
勝
寺
長
更
に
挿
さ
れ
る
 
（
伝
）
。
※
群
 
 

書
類
従
本
『
仁
和
寺
御
伝
』
 
に
は
 
「
十
八
日
」
と
あ
り
。
O
t
一
月
三
日
 
徳
子
 
 

の
立
后
を
祈
り
大
聖
院
に
て
愛
染
王
怯
を
修
法
 
（
伝
）
。
〇
七
月
廿
三
日
～
八
 
 

月
十
四
日
 
開
院
に
て
北
斗
法
を
修
法
 
〈
伝
）
。
〇
九
月
五
日
 
夢
に
先
代
御
 
 

室
覚
性
と
遭
い
、
伝
法
雇
頂
の
印
信
に
関
し
て
教
え
を
請
う
た
と
『
北
院
御
室
 
 

夢
想
記
』
 
（
大
覚
寺
文
書
）
 
に
見
え
る
。
真
偽
は
さ
て
お
き
、
「
干
時
住
干
北
 
 

院
、
依
鷲
悦
苫
大
聖
院
其
比
語
之
」
と
あ
り
、
当
時
北
院
に
任
し
て
い
た
か
。
 
 

○
十
月
四
日
 
高
倉
天
皇
の
温
気
ゆ
え
、
三
条
烏
丸
殿
に
て
孔
雀
径
を
修
法
 
∧
 
 

玉
・
伝
）
。
○
十
月
十
五
日
～
十
七
日
 
平
清
盛
、
福
原
和
田
演
に
て
千
壇
阿
 
 

弥
陀
供
養
法
な
ど
を
修
す
。
法
皇
御
幸
、
守
鴬
も
山
座
主
七
富
な
ど
と
参
勤
 
〈
 
 

】
・
玉
他
）
。
○
こ
の
年
『
孔
雀
経
御
修
法
次
第
』
を
著
す
 
（
研
V
。
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承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
 
 
 
二
四
歳
 
 
 

〇
五
月
三
日
 
高
倉
天
皇
の
た
め
、
大
聖
院
に
て
五
大
虚
空
蔵
法
を
修
法
 
（
 
 

伝
）
。
〇
九
月
七
日
 
建
寺
門
院
の
新
御
堂
 
（
最
勝
光
院
）
鎮
壇
開
眼
に
謹
誠
 
 

と
し
て
参
勤
 
（
北
・
伝
）
。
○
十
月
五
日
 
同
じ
く
最
勝
光
院
鎮
埴
に
参
勤
 
（
 
 

伝
）
。
○
十
月
廿
一
日
 
最
勝
光
院
供
養
に
よ
り
同
院
検
校
に
捕
さ
れ
る
 
（
伝
）
 
 

○
こ
の
年
『
五
大
虚
空
蔵
御
修
法
次
第
』
を
著
す
 
∧
研
）
。
 
 

承
安
四
年
 
〓
一
七
四
）
 
 
 
二
五
歳
 
 
 

〇
二
月
廿
三
日
 
蓮
華
心
院
（
八
粂
院
御
堂
）
供
養
に
導
師
と
し
て
勤
仕
 
（
 
 

玉
・
北
他
∨
。
〇
二
月
三
十
日
 
最
勝
光
院
の
理
趣
三
昧
桔
願
に
際
し
て
供
養
 
 

法
を
修
痕
 
（
玉
）
。
○
十
月
十
日
 
後
白
河
法
皇
の
若
君
（
九
歳
・
後
の
道
怯
 
 

法
親
王
）
、
仁
和
寺
大
聖
院
に
人
御
 
（
玉
他
）
。
 
 

承
安
五
・
安
元
元
年
 
（
一
一
七
五
）
 
 
 
二
」
ハ
歳
 
 
 

〇
二
月
十
五
日
＝
［
最
勝
光
院
の
修
二
会
に
参
勤
 
（
玉
）
。
（
U
二
月
廿
六
日
 
 

六
波
羅
二
品
（
平
時
子
）
 
の
八
条
里
（
光
明
心
院
）
供
養
に
導
師
と
し
て
参
勤
 
 

（
北
他
）
。
〇
三
月
九
日
 
同
じ
く
光
明
心
慌
供
養
に
参
勤
 
〈
玉
）
。
O
」
ハ
月
 
 

一
日
 
こ
の
日
以
前
に
祈
雨
御
祈
り
を
施
行
 
（
玉
∨
。
〇
九
月
三
日
～
 
高
倉
 
 

天
室
の
病
気
平
癒
卸
祈
り
の
た
め
、
七
埴
北
斗
法
等
を
修
法
。
廿
四
日
以
降
は
 
 

金
輪
法
を
値
す
 
（
山
・
伝
）
。
 
 

安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
 
 
 
二
七
歳
 
 
 

〇
三
月
四
日
 
店
住
寺
に
て
後
白
河
法
皇
五
十
賀
宴
。
守
覚
も
参
ず
。
〇
三
 
 

月
」
ハ
日
 
御
賀
後
妻
。
守
覚
、
謹
誠
の
賞
に
よ
り
二
品
に
叙
さ
れ
る
 
（
以
上
、
 
 

玉
他
）
。
〇
六
月
三
〇
目
 
建
寺
門
院
平
癒
を
祈
り
寝
殿
に
て
不
動
法
を
施
行
 
 

（
玉
他
）
。
◇
七
月
八
日
 
建
春
門
院
（
三
五
歳
）
萌
ず
 
〓
）
。
（
〕
七
月
十
 
 

日
 
建
春
門
院
の
葬
礼
。
守
覚
は
女
院
の
御
料
新
造
を
進
言
 
∧
玉
）
。
 
 

安
元
三
・
治
承
元
年
 
（
一
一
七
七
）
 
 
 
二
八
歳
 
 
 

〇
三
月
 
母
の
高
倉
三
位
入
滅
 
（
山
・
治
承
二
年
鵬
月
十
七
日
条
よ
り
）
。
 
 

〇
五
月
一
日
 
高
野
山
に
参
籠
 
（
伝
）
。
●
九
月
十
t
一
目
～
廿
四
日
 
藤
原
教
 
 

島
、
守
覚
に
 
『
古
今
集
』
を
進
講
 
（
詰
雑
記
）
。
●
こ
の
冶
承
年
間
以
降
、
仁
 
 

和
寺
に
て
平
家
歌
人
等
と
の
月
次
歌
会
を
催
行
 
（
左
）
。
※
こ
れ
は
、
守
覚
の
 
 

和
歌
好
尚
を
治
承
・
義
和
以
降
と
き
れ
た
井
上
宗
雄
氏
の
御
指
摘
に
基
づ
く
 
（
 
 

同
氏
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
増
補
版
）
。
 
 

治
承
二
年
 
（
一
一
七
八
）
 
 
 
二
九
歳
 
 
 

●
こ
の
裏
墳
、
俊
成
・
俊
恵
・
垂
家
は
各
々
の
家
集
『
長
秋
詠
吉
』
・
『
杯
 
 

事
集
』
・
『
重
家
集
』
を
守
覚
に
進
献
 
∧
奥
書
）
。
な
お
、
松
野
陽
一
氏
は
実
 
 

定
『
柿
下
集
』
・
『
清
輔
集
』
・
教
長
 
『
車
道
集
』
・
『
頼
政
巽
』
な
ど
も
同
 
 

様
の
成
立
事
情
で
あ
っ
た
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
る
 
へ
『
私
家
集
大
成
』
中
古
打
・
 
 

八
四
〇
頁
）
。
※
さ
ら
に
私
に
捕
え
ば
、
古
蹟
歌
書
目
録
 
（
前
掲
）
 
の
第
十
「
 
 

諸
家
菓
近
代
」
 
に
載
る
右
記
以
外
の
 
『
資
隆
巽
』
 
『
豊
蓮
集
』
 
『
顕
昭
集
』
 
『
 
 

寂
然
集
』
 
『
堀
河
集
』
 
『
兵
衛
乗
』
 
1
－
現
存
し
な
い
家
集
も
あ
る
も
の
の
 
－
 
 

の
う
ち
い
く
つ
か
は
、
同
様
に
守
覚
に
関
係
し
て
編
ま
れ
、
こ
こ
に
載
せ
ら
れ
 
 

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
◇
」
ハ
月
廿
八
日
 
中
宮
徳
子
懐
妊
、
着
帯
 
〈
玉
・
 
 

山
・
平
他
）
。
〇
七
月
十
六
日
 
守
覚
、
中
宮
に
授
戒
 
（
山
・
平
他
）
。
◇
以
 
 

後
、
中
宮
御
産
の
た
め
の
諸
事
（
授
戒
等
）
が
連
日
行
わ
れ
る
。
○
十
月
廿
五
 
 

日
 
清
盛
の
六
披
羅
亭
に
て
、
中
宮
徳
子
御
産
の
た
め
孔
雀
繹
法
を
修
法
。
十
 
 

一
月
二
日
に
結
願
。
延
引
す
る
も
九
日
に
ま
た
結
節
。
よ
っ
て
三
た
び
延
引
 
（
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山
・
平
■
孔
雀
法
御
修
法
記
他
）
。
○
十
一
月
十
二
日
 
皇
子
（
安
徳
天
皇
）
 
 

誕
生
。
孔
雀
経
底
も
結
願
。
守
寛
お
よ
び
伴
僧
は
布
施
を
取
っ
て
仁
和
寺
に
帰
 
 

入
 
（
山
他
）
。
○
十
二
〃
十
三
目
 
孔
雀
荏
修
法
を
謝
し
、
高
倉
天
皇
よ
り
守
 
 

覚
へ
勅
書
 
（
高
台
天
皇
競
輪
消
息
）
。
○
こ
の
年
『
孔
雀
経
法
関
白
次
第
』
 
『
 
 

孔
雀
筐
底
結
僻
次
第
』
を
著
す
 
（
研
）
。
 
 

冶
承
三
年
 
（
一
一
七
九
）
 
 
 
三
〇
蔵
 
 
 

○
正
月
廿
二
日
 
後
白
河
院
の
七
条
殿
に
て
尊
勝
陀
羅
尼
供
養
、
導
師
と
し
 
 

て
勤
仕
 
（
山
・
伝
）
。
（
〕
四
月
十
六
日
 
仁
和
寺
若
宮
 
（
後
の
道
法
）
出
家
の
 
 

儀
に
戒
師
を
勤
め
る
 
（
山
）
。
〇
五
月
十
四
日
 
高
野
山
参
詣
。
去
る
九
日
か
 
 

ら
の
予
定
か
洪
水
で
延
引
。
夏
の
問
は
滞
在
と
伝
え
る
 
（
伝
・
山
）
。
渠
山
塊
 
 

記
に
は
「
行
大
法
之
後
先
々
必
参
詣
事
也
」
と
見
え
、
こ
の
度
の
高
野
参
詣
も
、
 
 

前
年
の
中
宮
倒
産
時
の
孔
雀
程
値
癌
に
よ
る
も
の
。
〔
Y
八
月
三
日
～
十
日
 
孔
 
 

雀
経
癌
を
修
法
。
仙
洞
側
の
要
請
に
よ
り
延
行
。
一
七
日
以
降
、
護
摩
法
を
施
 
 

行
。
十
三
R
∵
－
廿
日
ま
で
は
併
せ
て
五
壇
法
中
壇
に
も
勤
仕
 
（
以
上
、
左
）
。
 
 

〇
八
月
十
九
日
 
癌
任
寺
に
て
不
動
癌
を
施
行
 
（
伝
）
。
〇
八
月
廿
五
日
～
九
 
 

月
三
日
 
転
法
輪
癌
を
修
癌
。
九
月
四
日
～
十
日
 
如
法
愛
染
法
を
修
法
 
∧
以
 
 

上
、
左
）
。
（
〕
十
月
二
日
 
蓮
華
王
院
総
社
祭
。
見
物
の
た
め
珪
住
専
に
参
宿
 
 

（
山
）
。
○
十
月
八
日
～
十
五
目
 
聖
観
音
持
釣
護
摩
を
修
す
 
（
左
）
。
●
十
 
 

一
月
十
八
日
 
漁
雅
頬
、
轟
応
元
年
十
二
月
三
十
日
以
来
の
権
中
納
言
職
を
解
 
 

か
れ
る
 
（
公
）
。
よ
っ
て
、
『
北
院
御
重
御
莞
』
 
（
神
宮
文
庫
本
）
 
t
二
二
 
 

一
二
三
番
の
雅
頼
と
の
贈
答
歌
は
、
詞
書
の
官
職
名
「
中
納
言
」
か
ら
し
て
こ
 
 

の
闇
の
詠
歌
。
○
翌
治
承
四
年
成
立
の
 
『
北
院
御
室
拾
雲
集
』
 
〈
続
群
書
類
従
）
 
 

に
 
「
予
自
去
冬
以
来
、
依
娼
癖
暫
蟄
居
」
と
見
え
る
。
即
ち
、
こ
の
冬
か
ら
翌
 
 

年
四
月
頃
ま
で
守
覚
は
病
床
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
L
か
も
同
書
に
は
「
去
年
出
 
 

葛
代
之
竹
薗
、
移
新
構
之
松
房
」
と
あ
る
の
で
、
守
覚
は
療
養
な
と
の
理
由
に
 
 

よ
り
他
の
場
所
に
移
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
 
 

治
承
四
年
 
（
一
l
八
〇
）
 
 
 
三
一
読
 
 
 

〇
二
月
田
目
～
十
二
日
 
仁
王
程
法
を
施
行
 
（
伝
・
左
）
。
◇
五
月
廿
二
日
 
 

以
仁
王
（
三
〇
蔵
・
守
覚
同
母
弟
）
が
光
明
山
に
て
尭
去
 
（
紹
・
平
地
）
。
〇
 
 

八
月
廿
日
 
新
院
（
高
倉
院
）
 
の
病
気
平
癒
御
祈
り
の
た
め
、
大
聖
院
に
て
七
 
 

埴
北
斗
法
中
壇
を
勤
修
 
（
伝
）
。
（
〕
十
月
十
一
目
 
高
倉
院
の
病
気
御
祈
り
の
 
 

た
め
の
不
動
供
修
法
が
結
願
 
（
伝
∨
。
○
十
月
十
五
日
 
故
教
長
か
清
書
し
て
 
 

い
た
法
則
巽
に
閲
し
、
中
山
忠
親
へ
使
い
を
送
る
 
（
山
）
。
○
十
一
月
七
日
 
 

高
倉
院
の
病
気
御
祈
り
の
た
め
、
寝
殿
に
て
北
斗
七
埴
供
を
施
行
 
（
伝
）
。
○
 
 

十
一
月
八
日
 
中
山
忠
親
、
守
覚
に
 
「
季
御
読
経
次
第
」
を
進
献
 
（
山
V
。
○
 
 

十
一
月
十
八
日
～
 
新
院
の
御
所
り
の
た
め
、
孔
雀
饉
供
養
怯
を
値
癌
 
（
北
院
 
 

御
目
次
記
他
）
。
○
十
二
月
十
三
日
 
中
山
忠
揖
、
守
覚
に
 
「
小
野
宮
記
 
（
＝
 
 

小
右
記
）
」
二
幌
を
進
献
 
（
山
）
。
○
こ
の
年
『
北
院
御
室
拾
要
集
』
を
著
す
。
 
 

治
承
五
・
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
 
 
 
三
二
歳
 
 
 

◇
一
月
十
四
日
 
高
倉
院
（
ニ
ー
蔵
）
崩
御
 
（
紹
地
）
。
0
1
月
廿
六
日
 
 

尊
勝
陀
躍
尼
供
養
に
導
師
と
し
て
勤
値
 
∧
伝
）
。
〇
六
月
廿
日
 
世
上
の
騒
乱
 
 

に
行
法
の
怯
験
な
く
、
九
条
兼
実
は
そ
の
人
遠
に
苦
慮
。
守
覚
は
門
弟
等
を
推
 
 

挙
 
（
玉
）
。
 
 

三
三
歳
 
 
 

養
和
二
・
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
 
 

〇
二
月
廿
九
日
 
法
皇
の
仁
和
寺
御
幸
に
際
L
五
部
大
乗
経
を
供
養
 
∧
玉
・
 
 

百
他
V
。
〇
四
月
十
日
 
高
野
山
参
詣
 
（
伝
）
。
W
禦
和
田
氏
 
（
前
掲
）
 
は
、
『
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無
量
轟
如
来
念
謂
次
第
』
 
（
仁
和
寺
蔵
）
 
の
奥
書
に
 
「
寿
永
元
年
七
月
十
四
日
 
 

於
南
山
禅
庵
草
之
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
守
覚
の
高
野
山
離
山
・
帰
京
を
七
 
 

月
中
旬
以
降
と
さ
れ
る
 
へ
研
）
。
●
十
一
月
、
賀
茂
重
保
撰
『
月
詣
和
歌
集
』
 
 

が
成
立
。
十
一
首
人
葉
。
○
十
二
月
十
五
日
 
観
音
院
に
て
胎
蔵
界
の
結
線
値
 
 

頂
を
行
う
 
〈
伝
）
。
○
こ
の
年
『
兢
書
院
結
線
腫
頂
記
』
 
『
真
言
院
後
七
日
御
 
 

修
店
次
第
』
 
『
愚
抄
』
 
『
観
音
院
濯
頂
雑
事
』
 
『
無
量
嘉
如
来
念
諦
次
第
』
を
 
 

著
す
 
∧
研
∨
。
 
 

三
四
歳
 
 
 

寿
永
二
年
 
（
一
一
八
三
）
 
 

〇
二
月
十
五
目
 
最
胚
光
院
の
修
二
会
に
参
勤
 
（
吉
）
。
●
五
月
八
口
］
 
山
郎
 
 

昭
、
守
覚
に
 
『
拾
遺
抄
注
』
を
遊
離
 
（
奥
書
）
。
◇
七
月
 
平
家
都
落
ち
。
平
 
 

程
正
、
御
室
御
所
に
守
覚
を
訪
ね
て
琵
琶
青
山
を
返
却
 
（
左
・
平
）
。
●
七
月
 
 

朗
昭
、
守
寛
に
 
『
後
拾
遺
抄
荏
』
を
進
献
。
翌
八
月
に
は
 
『
試
筆
集
注
』
、
十
 
 

月
七
日
に
は
 
『
散
木
奇
歌
集
庄
』
を
同
じ
く
進
献
 
（
各
奥
書
）
。
※
な
お
、
顕
 
 

昭
は
、
こ
の
五
月
以
前
に
 
『
萬
莞
実
時
代
軌
文
』
 
『
古
今
秘
注
抄
』
 
『
後
撰
集
 
 

抄
』
を
著
し
、
七
・
八
月
頓
に
 
『
金
窯
業
庄
』
 
『
堀
何
百
首
注
』
を
著
し
て
い
 
 

る
。
こ
れ
ら
も
守
覚
に
進
配
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
 
（
久
曽
押
昇
氏
 
『
顛
昭
・
寂
 
 

蓮
』
）
。
○
十
一
月
十
八
目
 
仁
和
寺
宮
・
山
座
主
以
下
、
各
々
武
士
を
伴
っ
 
 

て
院
中
に
参
入
 
（
吉
・
玉
■
胃
）
。
●
十
二
月
中
旬
 
顕
昭
、
守
覚
に
 
『
古
今
 
 

集
序
注
「
出
を
進
献
 
（
奥
書
）
。
（
U
こ
の
年
『
伝
法
雇
頂
兼
日
用
意
遮
三
昧
耶
戒
 
 

作
法
』
 
『
伝
法
濯
頂
初
放
校
口
伝
』
を
著
す
 
∧
研
）
。
 
 

寿
永
三
二
元
麿
元
年
 
（
Ⅶ
一
八
四
）
 
 
 
三
五
歳
 
 
 

◇
二
月
七
日
 
顕
昭
、
『
柿
木
斬
臣
人
麻
呂
勘
文
』
を
勘
注
 
（
奥
書
）
。
※
 
 

あ
る
い
ほ
こ
の
書
も
守
覚
に
関
係
L
て
勘
注
さ
れ
た
も
の
か
。
〔
〕
三
月
八
日
 
 

高
野
山
参
詣
 
（
伝
）
。
（
〕
九
月
十
三
目
 
道
珪
法
規
王
を
連
れ
高
野
山
に
参
詣
 
 
 

（
柑
六
）
。
●
九
月
 
顕
昭
、
『
後
拾
遺
抄
注
』
・
『
詞
草
葉
注
』
を
書
き
直
 
 

し
、
再
度
守
覚
に
進
献
 
（
各
奥
書
）
。
○
十
月
十
五
目
 
観
音
院
に
て
仁
陸
法
 
 

印
に
伝
癌
漕
頂
を
措
く
。
守
覚
祝
度
 
（
伝
）
。
○
十
一
月
五
日
 
観
音
院
に
て
 
 

道
法
（
一
九
歳
）
 
に
伝
法
濯
頂
を
授
く
 
（
吉
・
相
六
）
。
●
十
二
月
五
日
＝
」
公
 
 

卿
・
儒
者
等
十
五
人
に
よ
る
百
首
諸
に
注
を
施
し
、
兼
業
へ
送
る
 
（
玉
）
。
 
 

元
暦
二
・
文
治
元
年
 
（
一
一
八
五
）
 
 
 
三
」
ハ
歳
 
 
 

◇
七
月
九
日
 
大
地
震
 
∧
玉
他
）
。
（
〕
七
月
十
日
 
地
震
御
祈
り
の
た
め
、
 
 

」
ハ
集
殿
 
（
院
御
所
）
 
で
二
子
金
輪
法
を
修
法
 
〈
伝
）
。
〇
八
月
九
日
 
八
乗
院
 
 

に
伝
法
饉
頂
を
施
す
件
に
閲
し
、
中
山
忠
親
に
諮
る
 
（
山
）
。
〇
八
月
十
日
以
 
 

降
、
地
震
関
連
の
孔
雀
経
修
法
記
事
が
見
え
る
。
『
山
椀
記
』
や
 
『
孔
雀
経
法
 
 

記
』
 
（
仁
和
寺
文
書
）
 
に
よ
れ
ば
、
守
覚
は
八
月
十
八
日
に
楊
梅
 
（
南
）
 
油
小
 
 

路
 
（
西
）
 
の
左
衛
門
梅
佐
親
雅
家
に
宿
り
、
八
月
十
九
日
か
ら
廿
」
ハ
白
ま
で
院
 
 

御
所
で
孔
雀
経
法
を
修
法
、
廿
七
日
に
大
聖
院
御
所
に
還
御
と
あ
る
。
ま
た
後
 
 

日
、
こ
の
間
の
外
事
右
往
L
て
献
じ
る
よ
う
中
山
忠
現
に
命
じ
て
い
る
 
（
山
・
 
 

八
月
廿
六
日
条
）
。
〇
九
月
九
日
 
守
寛
が
前
の
孔
雀
経
修
法
の
賞
を
譲
っ
た
 
 

顆
覚
（
中
山
忠
親
男
・
覚
成
弟
子
）
 
初
出
仕
。
守
覚
、
拐
巷
送
る
 
（
山
）
。
●
 
 

十
u
月
十
七
日
 
朗
昭
、
守
覚
に
 
『
古
今
集
注
』
を
進
献
 
（
奥
書
）
。
○
こ
の
 
 

年
『
伝
店
感
頂
支
度
』
 
を
著
す
 
（
研
）
。
 
 

三
七
歳
 
 
 

文
治
二
年
 
（
t
一
八
六
）
 
 

●
正
月
廿
四
日
 
顕
昭
、
『
古
今
集
序
注
』
 
に
声
点
を
加
え
、
守
覚
に
再
度
 
 

避
献
 
（
奥
書
）
。
〇
三
月
」
ハ
日
 
牛
革
の
宣
旨
 
（
伝
他
）
。
※
た
だ
し
、
年
若
 
 

く
院
・
天
皇
等
の
護
持
憎
で
な
い
ゆ
え
、
牛
車
で
参
内
の
要
な
し
と
の
非
難
も
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あ
っ
た
 
∧
玉
）
。
◇
四
月
一
目
 
仁
和
寺
、
嵯
峨
の
大
覚
寺
 
（
興
福
寺
知
行
）
 
 

を
押
領
 
∧
玉
）
。
〇
四
月
七
日
 
源
稚
頼
を
使
い
と
L
て
兼
業
に
高
野
山
濫
行
 
 

を
訴
え
る
 
（
玉
V
。
〇
六
月
十
六
日
 
仁
和
寺
両
院
で
三
条
宮
（
以
仁
王
）
 
の
 
 

追
善
供
養
、
守
覚
参
勤
 
ハ
伝
）
。
〇
七
月
廿
四
日
 
兼
実
、
藤
原
親
雅
を
し
て
 
 

守
覚
に
宝
剣
御
祈
り
を
依
頼
。
守
寛
は
ま
ず
他
法
を
睦
し
、
法
験
な
け
れ
ば
孔
 
 

雀
経
店
を
修
法
と
虐
答
 
（
玉
）
。
○
閏
七
月
十
日
 
高
野
の
悪
僧
に
つ
い
て
折
 
 

紙
に
認
め
、
院
に
奏
上
 
（
玉
）
。
◇
閏
七
月
十
六
日
 
守
覚
の
要
請
に
よ
り
、
 
 

後
白
河
院
は
高
野
の
悪
僧
に
対
す
る
武
士
 
（
大
内
惟
義
）
派
遣
を
下
命
 
（
玉
）
。
 
 

〇
八
月
十
一
日
 
兼
実
、
仁
隆
律
師
を
し
て
前
の
大
覚
寺
領
有
は
不
当
と
守
覚
 
 

に
伝
え
る
。
守
覚
は
同
月
十
三
日
に
 
「
今
は
□
入
せ
ず
、
逃
れ
申
す
」
と
返
報
 
 
 

（
以
上
、
玉
）
。
（
〕
十
月
五
日
 
東
寺
程
頑
よ
り
『
三
十
帖
冊
子
』
 
「
両
界
量
 
 

茶
羅
」
を
大
聖
院
経
蔵
へ
移
す
 
（
伝
裏
書
他
）
。
○
文
治
元
～
二
年
頃
『
左
記
』
 
 

を
著
す
。
 
 

文
治
三
年
 
（
一
一
八
七
）
 
 
 
三
八
歳
 
 
 

〇
二
月
 
六
条
殿
 
（
院
御
所
）
 
に
て
専
勝
陀
羅
尼
供
養
、
導
師
と
し
て
参
勤
 
 
 

（
伝
）
。
〇
二
月
十
日
 
守
覚
弟
子
の
通
性
（
一
八
歳
・
以
仁
王
息
で
八
集
院
 
 

硝
子
）
、
蓮
華
心
院
に
お
い
て
入
滅
 
（
玉
・
『
千
載
集
』
六
〇
〇
番
詞
書
）
。
 
 

〇
三
月
九
日
以
前
、
興
福
寺
東
金
豊
泉
等
が
山
田
寺
（
大
和
国
仁
和
寺
宮
領
）
 
 

の
金
銅
丈
六
薬
師
三
尊
像
を
奪
取
。
翌
三
月
十
日
以
降
、
守
覚
は
兼
実
等
に
返
 
 

還
を
働
き
か
け
、
五
月
廿
三
日
に
よ
う
や
く
氏
院
に
戻
る
 
（
以
上
、
玉
）
。
●
 
 

七
月
廿
日
 
実
定
・
隆
房
等
と
和
歌
会
お
よ
び
連
歌
・
連
句
を
催
行
 
（
明
、
安
 
 

貞
元
年
九
月
廿
七
日
条
に
よ
る
）
。
ま
た
こ
の
日
、
仁
和
寺
僧
の
練
性
が
宝
剣
 
 

御
祈
り
を
施
行
 
（
玉
）
。
（
〕
十
月
廿
七
日
 
観
音
院
で
の
般
雷
門
院
桔
縁
濯
頂
 
 

に
参
勤
 
（
玉
）
。
 
 

文
治
四
年
 
〓
 
山
八
八
）
 
 
 
三
九
歳
 
 
 

〇
六
月
十
三
日
以
前
、
役
夫
工
に
関
し
て
所
領
の
役
を
免
ず
る
よ
う
兼
実
に
 
 

請
う
 
（
玉
）
。
●
七
月
頃
 
『
千
載
和
歌
菓
』
成
立
。
九
首
人
集
。
○
こ
の
年
 
 

『
院
号
勝
陀
羅
尼
供
養
次
第
』
を
著
す
 
（
研
）
。
 
 

文
治
五
年
 
（
l
一
八
九
）
 
 
 
四
〇
歳
 
 
 

◇
七
月
廿
日
 
上
西
門
院
（
六
四
歳
）
山
朋
御
。
（
百
他
）
 
 

文
治
六
・
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
 
 
四
一
読
 
 
 

●
七
月
廿
二
日
 
損
昭
、
守
覚
に
再
度
『
拾
遺
抄
注
』
を
進
献
 
（
奥
書
）
。
 
 

建
久
二
年
 
〓
一
九
一
）
 
 
 
四
二
歳
 
 
 

○
正
月
六
日
 
来
る
八
日
の
後
七
日
御
修
法
阿
閤
梨
に
関
し
て
院
参
（
玉
）
 
 

〇
五
月
十
二
日
 
兼
実
、
祈
雨
御
祈
り
の
た
め
守
覚
に
孔
雀
経
修
法
を
依
頼
す
 
 

る
も
、
守
覚
は
辞
退
 
（
玉
）
。
◇
五
月
十
四
日
 
『
玉
葉
』
や
 
『
建
久
二
年
祈
 
 

両
日
記
』
 
（
続
群
所
頸
従
）
 
に
よ
る
と
、
こ
の
日
以
降
、
東
寺
延
異
僧
都
が
神
 
 

泉
苑
に
て
祈
雨
読
経
を
施
行
す
る
も
法
験
な
く
、
五
月
十
七
日
、
代
わ
っ
て
勝
 
 

賢
が
醍
醐
寺
に
て
孔
雀
繹
溝
を
施
行
。
そ
の
結
果
、
廿
二
日
夜
頃
か
ら
大
雨
と
 
 

な
り
、
廿
四
日
に
大
法
結
願
。
こ
の
間
、
守
覚
や
道
法
は
勝
覧
を
助
成
す
べ
く
 
 

孔
雀
経
護
摩
や
水
天
供
等
を
施
行
。
ま
た
、
結
顧
後
の
廿
五
日
、
守
覚
は
勝
賢
 
 

へ
賀
札
を
送
っ
て
い
る
。
※
ち
な
み
に
、
守
覚
の
十
八
日
御
教
書
に
は
 
「
予
病
 
 

侵
力
微
」
と
あ
る
。
こ
の
前
三
年
間
の
事
蹟
が
余
り
辿
れ
な
い
の
は
病
気
等
に
 
 

よ
る
も
の
か
。
〇
七
月
七
日
 
守
覚
、
静
海
阿
蘭
梨
房
領
・
役
夫
工
の
件
を
兼
 
 

実
に
示
し
送
る
 
（
玉
）
。
〇
七
月
十
五
日
 
後
白
河
院
よ
り
仁
和
寺
宮
領
（
周
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防
多
島
小
俣
庄
・
法
金
剛
院
領
・
円
勝
寺
領
な
ど
）
は
勤
仕
す
べ
き
と
の
返
答
 
 

（
玉
）
。
●
九
月
五
日
 
顕
昭
、
『
古
今
集
序
注
』
 
に
声
点
を
加
え
、
三
た
び
 
 

守
覚
へ
進
献
 
（
奥
書
∨
。
○
十
一
月
十
六
日
 
惑
星
に
よ
る
異
変
。
守
覚
の
要
 
 

請
に
よ
り
愛
染
王
護
摩
を
修
法
 
（
資
害
卿
記
）
。
●
こ
の
年
『
玄
玉
葉
』
成
立
。
 
 

三
百
人
集
。
 
 

建
久
三
年
 
〓
 
山
九
二
）
 
 
 
四
三
蔵
 
 
 

◇
正
月
以
降
、
後
白
河
院
の
病
か
日
に
悪
化
。
〇
一
月
十
七
日
 
院
御
所
 
（
 
 

六
条
殿
）
 
寝
殿
に
て
孔
道
程
法
を
勤
値
。
十
九
日
、
後
白
河
院
は
持
ち
直
し
、
 
 

同
値
癌
は
廿
四
日
に
結
願
 
〈
以
上
、
玉
・
建
久
三
年
孔
雀
経
御
値
法
詑
）
。
◇
 
 

三
月
十
三
日
 
後
白
河
院
 
（
六
六
歳
）
 
崩
御
、
守
覚
看
取
る
 
（
玉
・
明
地
）
。
 
 

〔
）
三
月
十
五
日
 
後
白
河
院
葬
送
に
屈
従
 
（
玉
）
。
〇
四
月
廿
一
日
 
院
御
所
 
 

に
て
御
仏
事
 
（
明
・
走
恨
卿
記
）
。
〇
九
月
二
日
 
『
修
法
要
抄
』
六
巻
を
著
 
 

す
 
（
伝
）
。
0
十
一
月
九
日
 
鮫
富
門
院
 
（
四
六
歳
）
 
出
家
 
（
女
他
）
。
◇
十
 
 

一
月
十
六
日
 
般
富
門
院
、
今
日
よ
り
加
行
事
を
始
行
。
○
十
二
月
五
日
 
守
 
 

覚
は
同
女
院
に
十
八
道
を
伝
授
。
◇
同
月
十
」
ハ
日
 
間
女
院
、
十
八
道
を
初
行
。
 
 

○
十
t
一
月
廿
日
 
守
覚
、
同
女
院
に
不
動
法
を
伝
捏
二
以
上
、
北
）
。
○
こ
の
 
 

年
『
孔
雀
経
御
修
法
表
白
』
 
『
八
祖
祭
文
』
 
『
十
八
道
次
第
』
 
『
神
分
十
八
道
』
 
 

を
著
す
 
（
研
V
。
 
 

建
久
四
年
 
〓
一
九
三
）
 
 
 
四
四
歳
 
 
 

◇
十
月
七
日
 
鮫
富
門
院
、
不
動
店
を
施
行
。
○
十
月
十
一
日
 
守
覚
、
股
 
 

菖
門
慌
に
護
摩
眞
言
観
等
を
伝
授
 
（
以
上
、
北
）
。
○
十
一
月
十
四
日
 
観
音
 
 

院
に
て
、
安
井
宮
道
尊
（
一
九
歳
・
以
仁
王
息
）
 
に
濯
頂
を
授
く
 
（
東
）
。
○
 
 

こ
の
年
『
請
合
別
行
次
第
印
明
事
』
 
『
彊
久
御
感
頂
記
』
 
『
諸
専
別
行
次
第
印
 
 

明
等
』
を
著
す
 
（
研
）
。
 
 

建
久
五
年
〓
一
九
四
）
 
 
 
四
五
歳
 
 
 

〇
二
月
十
九
日
 
福
光
薗
御
所
に
参
じ
、
股
盲
門
院
に
護
摩
次
第
を
伝
授
。
 
 

〇
二
月
廿
」
ハ
臼
 
般
富
門
院
に
結
願
破
堤
作
法
を
伝
授
（
以
上
、
北
）
。
○
こ
 
 

の
年
『
護
摩
次
第
』
を
著
す
 
（
研
）
 
 

建
久
六
年
 
（
一
一
九
五
）
 
 
 
四
六
歳
 
 
 

○
正
月
十
六
日
 
兼
実
よ
り
『
三
五
要
録
』
平
詞
巻
・
『
垣
代
図
』
を
借
覧
 
 

（
玉
）
。
（
〕
二
月
廿
四
日
 
総
法
務
と
な
り
綱
所
を
受
け
る
 
（
伝
他
）
。
〇
三
 
 

月
十
二
日
 
東
大
寺
供
養
、
謹
誠
と
し
て
参
勤
。
こ
の
苫
で
弟
子
の
適
法
が
二
 
 

品
と
な
る
 
（
東
・
吾
他
）
。
〇
八
月
一
日
～
 
中
宮
佳
子
 
（
二
二
親
・
後
の
宜
 
 

秋
門
院
）
 
細
産
御
祈
り
の
た
め
、
如
法
愛
染
王
法
を
施
行
 
（
三
）
。
◇
八
月
十
 
 

三
日
 
昇
子
内
親
王
誕
生
。
修
法
結
願
。
た
だ
し
守
覚
以
下
賞
を
辞
し
、
道
法
 
 

の
み
孔
雀
控
修
癌
の
勤
賞
を
受
く
 
（
三
伯
V
。
○
こ
の
年
『
如
法
愛
染
王
御
修
 
 

法
雑
事
』
 
『
如
法
愛
染
王
怯
頻
発
抄
』
を
著
す
 
（
研
）
。
 
 

建
久
七
年
 
（
一
一
九
六
）
 
 
 
四
七
歳
 
 
 

○
正
月
十
日
 
八
集
院
に
て
兼
実
に
会
す
。
病
身
の
女
院
の
い
う
後
事
な
ど
 
 

を
談
ず
 
（
玉
）
。
○
正
月
十
五
・
十
六
日
 
再
度
三
条
姫
宮
 
（
以
仁
王
女
・
八
 
 

条
院
養
女
）
 
の
親
王
宣
旨
問
題
を
兼
実
と
論
ず
 
（
玉
）
。
〇
五
月
廿
三
日
 
こ
 
 

れ
以
前
よ
り
修
し
て
い
た
大
北
斗
法
結
願
 
（
明
・
五
月
廿
九
日
集
よ
り
）
。
〇
 
 

六
月
六
日
 
広
隆
寺
に
参
詣
 
（
伝
皇
書
）
。
○
こ
の
年
『
金
剛
界
掲
磨
舎
三
昧
 
 

耶
合
印
明
』
を
著
す
 
（
研
）
。
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建
久
八
年
 
（
一
一
九
七
）
 
 
 
四
八
歳
 
 
 

●
十
二
月
五
日
以
前
 
定
家
父
子
に
五
十
首
和
歌
を
詠
進
す
る
よ
う
寂
蓮
を
 
 

し
て
伝
え
る
 
（
明
）
。
○
こ
の
年
『
諸
専
護
摩
』
を
著
す
 
（
研
∨
。
 
 

建
久
九
年
 
（
一
一
九
八
）
 
 
 
四
九
蔵
 
 
 

○
正
月
一
日
 
兼
業
よ
り
日
蝕
御
祈
り
の
た
め
の
孔
雀
経
修
法
を
諮
ら
れ
る
 
 

も
、
守
覚
は
辞
退
 
（
玉
）
。
〇
二
月
廿
八
日
 
定
家
、
御
室
御
所
に
参
上
。
守
 
 

覚
よ
り
「
官
庁
御
即
位
図
」
巷
借
覧
（
明
）
。
◇
三
月
、
守
覚
底
親
王
庁
、
河
 
 

内
国
金
剛
寺
（
八
粂
院
祈
願
所
）
を
北
院
末
寺
と
す
 
（
鎌
倉
遺
文
九
七
二
こ
。
 
 

〇
五
月
廿
九
日
 
広
隆
寺
に
参
籠
 
（
伝
）
。
〇
六
月
四
日
～
七
日
 
内
陣
に
て
 
 

千
巷
薬
師
経
を
読
経
 
（
伝
）
。
◇
八
月
五
日
 
遵
法
、
仁
和
寺
寺
務
と
な
る
 
（
 
 

柑
六
・
伝
）
。
〇
八
月
廿
七
日
 
守
覚
の
専
横
を
与
奪
 
（
伝
）
。
 
 

正
治
元
年
 
二
一
九
九
）
 
 
 
五
〇
歳
 
 
 

○
正
月
十
七
日
 
辛
勝
陀
羅
尼
供
養
に
導
師
と
し
て
勤
仕
 
へ
伝
）
。
●
三
月
 
 

墳
、
「
守
覚
法
顆
王
五
十
首
」
成
立
。
作
者
は
守
覚
始
め
康
成
・
定
家
・
陸
房
 
 

・
顕
昭
な
ど
。
◇
七
月
廿
九
日
 
広
隆
寺
で
発
病
し
た
股
盲
門
院
に
閲
し
、
定
 
 

家
、
守
覚
よ
り
病
状
を
問
う
 
（
明
）
。
 
 

正
治
二
年
 
〓
二
〇
〇
）
 
 
 
五
一
議
 
 
 

〇
八
月
十
九
日
 
院
宣
に
よ
り
、
二
位
殿
 
（
妻
子
・
彼
の
値
明
門
院
）
御
産
 
 

御
祈
り
に
如
法
仏
眼
法
を
修
法
 
（
伝
）
。
◇
九
月
十
一
日
 
皇
子
（
雅
成
親
王
）
 
 

誕
生
 
（
玉
他
）
。
〇
九
月
三
十
日
 
女
院
（
般
富
門
院
）
御
宝
鎮
埴
に
参
勤
 
（
 
 

伝
）
。
○
十
月
十
一
日
 
同
女
院
の
御
堂
御
仏
開
眼
供
養
に
勤
仕
 
（
伝
）
。
 
 

○
十
月
十
七
日
 
同
女
院
の
御
宝
供
養
に
導
師
と
し
て
勤
仕
 
（
玉
・
明
他
）
。
 
 

●
十
一
月
廿
二
日
 
『
正
治
後
鳥
羽
院
初
産
百
首
』
披
講
。
守
覚
も
詠
進
。
※
 
 

ち
な
み
に
、
守
覚
詠
に
つ
い
て
は
独
自
伝
本
「
守
覚
法
規
王
百
首
和
歌
」
も
仁
 
 

和
寺
等
に
伝
わ
る
 
（
仁
和
寺
大
観
）
。
○
こ
の
年
『
仏
眼
法
』
を
著
す
 
（
研
）
。
 
 

建
仁
元
年
 
〓
二
〇
一
）
 
 
 
五
一
一
読
 
 
 

◇
正
月
廿
五
日
 
守
覚
同
母
妹
の
式
子
内
親
王
黄
ず
 
（
明
・
建
仁
二
年
一
月
 
 

廿
五
目
条
等
よ
り
推
測
）
。
●
三
月
廿
九
日
以
簡
、
「
三
百
六
十
番
歌
舎
」
成
 
 

立
。
廿
六
首
人
集
ウ
◇
十
一
月
廿
七
日
 
後
鳥
羽
院
第
二
子
の
長
∪
親
王
 
（
六
 
 

蔵
・
後
の
道
助
法
親
王
）
、
守
覚
の
弟
子
と
な
り
大
聖
院
に
人
御
 
ハ
百
他
）
。
 
 

建
仁
二
年
 
（
一
二
〇
二
）
 
 
 
五
三
蔵
 
 
 

〇
八
月
廿
二
日
以
前
 
守
覚
、
擢
病
 
（
明
V
。
〇
八
月
廿
五
日
 
守
覚
、
蓑
 
 

ず
 
（
伝
・
乗
・
編
他
）
。
 
 

●
「
御
室
撰
歌
含
」
は
、
そ
の
成
立
時
斯
に
①
正
治
元
年
二
～
六
月
、
②
正
 
 

治
二
年
二
 
（
三
）
月
、
③
建
仁
元
年
の
講
説
あ
り
、
よ
っ
て
こ
こ
に
掲
げ
た
。
 
 

な
お
、
守
覚
法
親
王
の
詠
歌
は
詩
歌
集
に
取
ら
れ
て
お
り
、
年
譜
中
で
示
し
 
 

た
も
の
を
除
く
と
、
勅
撰
集
で
は
新
古
今
和
歌
集
に
五
首
の
は
か
、
新
勅
撰
集
 
 

に
二
首
、
続
後
採
集
に
一
首
 
（
以
下
同
）
・
続
古
今
集
二
・
続
拾
遺
集
一
・
新
 
 

後
撰
集
一
・
玉
葉
集
五
・
続
千
載
集
二
・
続
後
拾
遺
集
二
・
新
千
載
集
一
・
新
 
 

拾
遺
集
一
・
新
後
拾
遺
集
三
・
新
続
古
今
集
に
五
首
が
人
稟
し
て
い
る
。
ま
た
、
 
 

私
課
栗
で
は
、
秋
風
和
歌
集
に
四
百
、
雲
葉
集
に
一
首
、
和
漢
兼
作
集
三
、
閏
 
 

月
集
三
、
万
代
集
五
首
、
夫
木
抄
に
五
五
首
揖
ら
れ
て
い
る
。
（
た
だ
し
、
こ
 
 

れ
ら
は
家
集
等
と
の
重
複
を
含
む
。
）
 
ま
た
、
出
詠
歌
合
に
関
し
て
は
、
如
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三
、
仁
和
専
守
賞
の
和
歌
活
動
 
 

（
甲
）
、
印
譜
の
空
白
期
 
 
 

こ
れ
ま
で
、
当
時
の
公
卿
日
記
・
仁
和
寺
関
係
資
料
な
ど
か
ら
守
覚
法
親
王
 
 

の
あ
ら
あ
ら
の
年
譜
を
試
み
て
み
た
。
文
治
の
数
年
問
な
ど
は
余
り
事
跡
が
辿
 
 

れ
す
遺
漏
も
多
い
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
か
、
事
跡
か
辿
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
 
 

守
覚
に
関
し
て
気
付
い
た
こ
と
巻
い
く
つ
か
述
べ
て
み
た
い
。
 
 

ま
ず
第
一
に
、
年
譜
中
で
も
記
L
た
こ
と
た
か
、
守
覚
や
以
仁
王
は
八
条
女
 
 

院
の
養
 
（
晒
）
 
子
と
な
っ
て
い
る
｛
∪
 
た
た
L
、
い
つ
養
 
（
晒
）
 
子
の
儀
が
行
わ
 
 

れ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
守
覚
の
場
合
に
限
っ
て
言
え
ば
、
承
安
四
年
二
月
廿
 
 

三
日
の
蓮
華
心
院
 
（
八
集
院
御
顔
）
 
供
養
に
勤
仕
し
た
際
、
 
『
玉
葉
』
 
に
 
「
八
 
 

衆
院
養
子
」
と
見
え
る
の
が
初
め
て
で
、
そ
れ
以
前
に
養
子
と
な
っ
た
こ
と
を
 
 

裏
付
け
る
記
事
ほ
見
あ
た
ら
な
い
。
 
 
 

そ
こ
で
、
承
安
四
年
以
前
に
お
け
る
守
覚
と
八
集
院
の
交
渉
記
事
を
追
っ
て
 
 

み
る
と
、
仁
安
三
年
四
月
に
守
覚
 
（
一
九
読
）
 
か
伝
法
饉
頂
を
受
け
た
時
、
「
ハ
 
 

条
院
か
戒
師
覚
性
に
布
施
を
諏
献
し
た
と
の
記
事
か
願
謹
書
寓
本
『
仁
和
寺
御
 
 

伝
』
 
に
見
え
る
。
更
に
こ
れ
よ
り
ム
二
二
年
前
の
保
元
元
年
、
守
覚
 
（
七
歳
）
 
 

か
初
め
て
仁
和
寺
両
院
に
入
室
し
た
時
も
、
「
今
日
事
、
一
向
女
院
御
沙
汰
云
 
 

々
。
御
車
即
女
院
御
車
出
」
と
見
え
る
 
∧
同
卸
伝
・
群
書
類
従
本
）
。
こ
の
 
「
 
 

上
の
御
室
撰
歌
台
と
三
百
六
十
番
歌
台
か
あ
る
だ
け
で
、
稿
者
の
調
べ
た
限
り
 
 

て
は
他
に
見
ら
れ
な
い
。
加
え
て
、
『
夫
木
抄
』
 
に
よ
る
と
、
詠
出
年
月
不
明
 
 

の
 
「
百
百
」
歌
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
 
 

連
々
御
病
相
律
、
危
急
令
及
度
々
給
之
間
、
有
種
々
祈
講
、
又
披
尋
古
老
、
 
 

人
々
披
申
、
故
院
 
（
＝
北
院
）
 
三
十
五
御
年
、
為
初
例
令
奉
授
拾
。
…
…
 
 

（
明
月
記
・
嘉
禄
t
一
年
五
月
廿
日
集
、
＊
傍
線
・
括
弧
は
稿
者
）
 
 

と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

覚
寛
店
印
の
話
の
内
容
は
と
い
う
と
、
今
ま
で
の
濯
頂
導
師
の
最
年
少
は
北
 
 

院
守
覚
の
三
五
歳
で
、
元
暦
元
〓
監
年
十
一
月
に
宮
 
（
道
法
）
 
へ
伝
法
濯
頂
を
 
 

授
け
た
時
の
こ
と
。
こ
れ
に
比
べ
て
三
一
議
の
道
助
法
親
王
は
年
齢
不
足
、
ま
 
 

し
て
 
「
分
限
器
量
不
及
北
院
十
分
之
一
」
 
（
同
前
）
 
で
あ
っ
て
濯
頂
導
師
に
は
 
 

不
適
と
言
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
顕
謹
書
罵
本
『
仁
和
寺
卸
伝
』
等
を
参
照
 
 

す
る
と
、
守
宜
以
前
に
お
け
る
伝
法
荏
頂
初
授
与
の
年
齢
は
宇
多
法
皇
の
四
二
、
 
 

寛
空
僧
正
の
六
三
、
寛
朝
僧
正
六
九
、
済
信
僧
正
六
七
、
大
御
室
四
三
、
寛
助
 
 

僧
正
五
三
、
高
野
御
重
 
（
覚
法
）
 
四
〇
、
紫
金
童
寺
御
室
 
（
覚
性
）
 
四
〇
て
あ
 
 

り
、
中
御
室
は
三
一
読
で
乗
じ
た
た
め
付
症
の
人
は
な
く
、
最
年
少
は
寛
意
大
 
 
 

女
院
」
が
経
で
あ
る
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
女
院
」
を
八
条
院
と
措
 
 

定
す
る
な
ら
ば
、
前
記
の
仁
安
三
年
の
記
事
と
も
ぴ
た
り
と
合
っ
て
こ
よ
う
っ
 
 

即
ち
、
八
条
院
の
意
向
に
よ
っ
て
守
寛
が
仁
和
寺
に
人
寺
L
た
た
め
、
そ
の
間
 
 

係
上
、
守
覚
か
伝
法
濯
頂
を
受
け
た
際
も
八
条
院
が
布
施
を
調
献
し
た
と
い
う
 
 

具
合
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
守
寛
が
八
条
院
の
養
子
と
な
っ
た
の
は
、
 
 

早
け
れ
ば
保
元
元
年
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
か
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

次
に
、
年
譜
か
ら
窺
え
る
と
こ
ろ
、
守
越
見
は
か
な
り
病
弱
て
あ
っ
た
。
先
代
 
 

御
室
の
覚
性
同
様
、
病
床
に
伏
し
た
と
い
う
記
事
も
散
見
き
れ
る
。
加
え
て
、
 
 

北
院
守
覚
が
煮
じ
て
二
四
年
後
、
当
時
三
一
歳
の
仁
和
寺
道
助
法
親
王
か
宮
 
（
 
 

道
探
二
〓
蔵
）
 
に
伝
法
濯
頂
を
施
し
て
は
ど
う
か
と
の
話
か
持
ち
上
か
っ
た
 
 

時
、
藤
原
定
家
を
訪
れ
て
い
た
仁
和
寺
の
覚
寛
珪
印
は
、
 
 

大
師
御
題
言
誠
、
五
十
以
後
可
為
濯
頂
師
云
々
。
両
州
閲
副
喝
、
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僧
都
の
三
九
歳
、
受
者
ほ
中
御
室
 
（
覚
行
蔭
親
王
）
 
で
寛
治
六
年
三
月
の
こ
と
 
 

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
三
五
歳
で
伝
法
饉
頂
を
施
し
た
人
物
は
守
覚
以
前
に
は
見
 
 

当
た
ら
な
い
と
い
え
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
元
暦
元
年
の
守
覚
に
よ
る
伝
法
雇
頂
が
 
 

前
例
の
な
い
非
常
措
置
で
あ
っ
て
、
当
時
の
守
覚
か
「
連
々
と
御
病
相
績
」
き
、
 
 

「
危
急
度
々
」
に
及
ぶ
状
態
に
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
『
北
院
御
室
拾
要
集
』
に
 
 

よ
る
と
、
こ
の
年
以
前
の
治
承
三
〓
ご
年
冬
か
ら
翌
治
承
四
〓
B
D
年
に
か
け
て
 
 

も
守
覚
は
「
編
痢
に
依
り
て
暫
く
蟄
居
」
L
て
お
り
、
後
の
建
久
二
〓
≡
年
に
 
 

も
「
予
病
倭
力
微
」
 
ゆ
え
手
塩
に
よ
る
祈
雨
御
祈
り
を
辞
退
し
て
い
る
。
つ
ま
 
 

り
、
少
な
く
と
も
元
暦
元
年
の
 
「
連
々
御
病
」
 
の
記
事
を
中
に
は
さ
ん
で
治
承
 
 

三
年
冬
頃
か
ら
建
久
二
年
夏
頃
に
い
た
る
ま
で
、
病
弱
な
守
寛
が
し
ば
し
ば
病
 
 

床
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
両
年
に
挟
ま
 
 

れ
た
文
治
五
〓
翌
年
か
ら
文
治
六
〓
岩
年
の
間
も
、
他
の
諸
事
由
も
あ
っ
た
に
 
 

せ
よ
、
守
覚
の
事
跡
が
余
り
辿
れ
な
い
理
由
の
一
つ
と
L
て
、
疾
病
乃
至
は
養
 
 

生
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

（
乙
）
、
守
覚
の
和
歌
活
動
 
 
 

さ
て
、
こ
う
し
た
略
年
譜
巷
躇
ま
え
つ
つ
、
以
下
で
は
そ
の
和
歌
情
動
を
概
 
 

観
し
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
守
覚
の
和
歌
関
係
の
事
跡
を
見
て
み
る
と
、
歌
会
主
催
や
百
首
歌
詠
 
 

進
の
記
事
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
さ
ら
に
は
藤
原
敷
島
か
ら
の
古
今
集
進
講
、
 
 

顕
昭
に
命
じ
て
進
献
き
せ
た
歌
集
や
語
注
釈
、
藤
原
摩
成
ら
に
命
じ
た
家
集
進
 
 

献
な
ど
、
歌
書
の
収
垂
・
進
講
に
関
す
る
記
事
も
数
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
 
 
 

具
休
的
に
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。
実
際
に
守
寛
が
歌
会
を
催
し
て
い
た
こ
と
 
 

は
、
そ
の
著
し
た
 
『
左
記
』
 
の
中
に
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

亦
握
盛
忠
度
等
。
為
和
歌
魯
衆
毎
月
企
参
之
好
士
也
。
彼
等
嘗
作
憶
紙
。
 
 

皆
以
御
仁
性
律
師
為
控
料
紙
者
也
。
 
 

（
＊
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）
 
 

石
に
よ
る
と
、
守
覚
は
平
家
歌
人
経
盛
・
忠
直
ら
と
仁
和
寺
で
月
次
歌
会
を
行
 
 

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
経
盛
ら
は
寿
永
t
一
年
七
月
に
都
落
ち
し
て
い
る
か
 
 

ら
、
こ
の
月
次
歌
会
は
そ
れ
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
L
か
し
、
 
 

径
盛
・
居
直
の
ほ
か
に
誰
か
参
じ
て
い
た
の
か
、
ま
た
彼
等
の
没
後
こ
の
歌
会
 
 

は
ど
う
な
っ
た
か
、
な
ど
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
わ
す
か
に
、
そ
の
催
行
さ
れ
 
 

た
時
期
の
上
限
に
つ
い
て
治
承
年
間
以
降
と
の
御
指
摘
か
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
 
 

（
前
掲
井
上
氏
）
。
 
 
 

こ
れ
が
守
覚
の
歌
会
催
行
を
裏
付
け
る
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
次
に
見
ら
れ
 
 

る
の
が
、
文
治
三
年
七
月
に
行
わ
れ
た
某
定
・
陸
房
等
と
の
歌
会
・
連
歌
で
、
 
 

『
明
月
記
』
安
貞
元
年
九
月
廿
七
日
条
に
引
か
れ
た
「
北
院
御
陀
」
 
に
見
え
る
。
 
 

多
分
、
こ
れ
ら
治
承
・
文
治
の
歌
会
以
外
に
も
守
覚
は
数
多
く
歌
会
を
催
し
て
 
 

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
今
は
記
録
に
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
際
は
分
か
ら
 
 

な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
実
定
等
と
の
歌
会
で
は
、
和
歌
を
重
ね
て
行
く
内
に
憎
が
 
 

俗
よ
り
上
と
の
先
規
が
破
ら
れ
、
結
構
も
め
た
よ
う
で
あ
る
。
結
局
、
守
覚
は
 
 

実
在
・
隆
房
に
諮
り
、
荘
親
王
と
大
臣
、
僧
綱
と
公
卿
な
ど
と
い
う
具
合
に
憎
 
 

を
上
と
L
て
取
り
定
め
た
。
定
家
は
こ
の
 
「
御
定
」
 
に
つ
い
て
、
御
所
に
お
い
 
 

て
は
論
な
く
も
「
碍
る
不
審
」
と
L
て
い
る
。
だ
が
、
定
家
の
言
蔑
を
裏
返
せ
 
 

ば
、
当
歌
会
が
仁
和
寺
御
所
で
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
り
、
ま
た
、
 
 

党
規
や
「
御
荘
」
の
存
在
は
、
こ
れ
以
前
・
以
後
に
仁
和
寺
に
て
催
さ
れ
た
歌
 
 

会
の
存
在
を
暗
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
曙
ま
え
れ
ば
、
治
 
 

承
年
間
か
ら
寿
永
二
年
の
平
家
那
落
ち
ま
て
続
い
て
い
た
平
家
歌
人
等
と
の
歌
 
 
 

凡
今
度
滅
亡
平
家
一
族
之
申
。
苦
好
不
虔
之
輩
少
々
侍
。
（
中
略
）
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会
も
、
同
じ
く
仁
和
専
制
所
て
催
さ
れ
、
憎
が
俗
よ
り
上
と
の
先
現
に
則
っ
て
 
 

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
、
実
走
ら
と
の
文
治
の
歌
 
 

会
も
そ
の
延
長
線
上
に
樺
辻
村
け
ら
れ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
文
治
の
 
 

一
歌
会
に
関
す
る
わ
す
か
な
記
事
で
は
あ
る
が
、
守
覚
の
歌
会
催
行
に
つ
い
て
 
 

多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
守
覚
の
詠
作
に
つ
い
て
は
、
自
身
の
家
集
『
北
院
御
宝
御
葉
』
が
あ
 
 

る
ほ
か
、
『
千
載
集
』
・
『
月
詣
黛
』
を
始
め
と
す
る
勅
撰
集
・
私
撰
集
へ
の
 
 

人
集
歌
、
さ
ら
に
は
 
「
御
室
五
十
首
」
 
「
御
室
撰
歌
合
」
 
「
正
治
初
産
百
首
」
 
 

「
三
百
」
ハ
十
番
歌
会
二
と
い
っ
た
定
数
歌
・
歌
合
に
見
え
る
。
ま
た
 
『
夫
木
抄
』
 
 

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
と
は
別
の
 
m
百
首
」
 
（
詠
作
年
時
不
詳
）
 
に
も
出
詠
し
て
 
 

い
る
。
こ
う
し
た
和
歌
弔
跡
を
見
る
と
、
守
寛
が
歌
会
・
歌
台
・
百
舌
な
ど
様
 
 

々
な
作
歌
活
動
を
展
開
L
て
い
た
こ
と
か
分
か
る
。
 
 
 

そ
も
そ
も
仁
和
寺
で
は
、
覚
性
感
親
王
か
御
重
で
あ
っ
た
平
安
末
期
よ
り
和
 
 

歌
活
動
か
盛
ん
に
な
り
、
紫
金
垂
寺
御
所
や
、
法
金
剛
院
御
所
∃
覚
性
の
生
 
 

母
待
賢
門
院
靖
子
や
寛
性
同
母
妹
の
上
西
門
院
統
子
か
晩
年
を
過
ご
し
た
寺
舎
 
 

で
ほ
し
ば
し
ば
歌
会
等
も
催
さ
れ
て
い
た
 
（
公
垂
集
t
実
家
集
等
）
。
当
 
 

時
女
流
歌
人
と
L
て
活
躍
し
て
い
た
堀
河
・
兵
衛
の
姉
妹
は
、
こ
の
待
賢
門
院
 
 

碍
子
や
上
西
門
院
統
子
に
仕
え
て
仁
和
寺
に
い
た
女
房
で
あ
り
、
彼
女
ら
の
法
 
 

金
剛
院
で
の
詠
歌
も
『
堀
画
集
』
 
t
一
八
番
歌
・
『
柿
下
集
』
 
二
七
八
番
歌
な
 
 

と
に
見
え
る
。
ま
た
、
覚
性
癌
親
王
に
つ
い
て
は
、
家
集
『
出
観
葉
』
 
（
高
松
 
 

宮
本
）
 
だ
け
で
八
五
〇
曹
あ
る
は
か
、
勅
撰
集
に
も
『
千
載
集
』
 
の
十
三
首
を
 
 

始
め
 
『
新
古
今
集
』
以
下
に
九
百
人
果
し
、
私
撰
集
と
し
て
は
『
統
詞
花
集
』
 
 

に
十
三
首
の
歌
が
採
ら
れ
る
な
ど
、
か
な
り
作
歌
活
動
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
 
 

が
分
か
る
。
ち
な
み
に
、
覚
性
の
前
任
者
で
あ
る
覚
法
（
第
四
代
御
室
）
も
、
 
 

『
千
載
集
』
 
『
統
千
載
架
』
 
に
各
一
首
の
歌
が
人
集
す
る
ほ
か
、
『
続
詞
花
菓
』
 
 

守
覚
が
御
室
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
期
の
仁
和
寺
に
お
い
 
 

て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
守
覚
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
平
家
歌
人
ら
を
招
い
て
月
 
 

次
歌
会
を
催
し
た
り
、
「
御
室
五
十
首
」
 
「
御
室
撰
歌
合
」
を
主
催
し
て
俊
成
 
 

・
定
家
ら
に
歌
を
詠
進
さ
せ
た
り
、
ま
た
自
ら
も
百
首
歌
を
詠
進
す
る
な
ど
、
 
 

様
々
な
作
歌
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
後
の
第
八
代
御
室
 
 

の
道
助
法
親
王
は
、
承
久
二
年
に
守
覚
の
一
御
室
五
十
胃
」
を
損
L
て
 
「
五
十
 
 

酉
和
歌
」
を
催
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
守
覚
の
和
歌
店
動
が
後
の
御
室
の
そ
れ
 
 

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
前
帽
し
た
 
『
明
月
記
』
安
貞
元
年
 
 

九
月
廿
七
日
の
記
事
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
道
助
か
、
「
去
 
 

ぬ
る
春
」
 
に
 
「
北
院
卸
記
」
を
踏
ま
え
て
春
歌
十
首
 
 
こ
れ
は
嘉
緑
元
年
に
 
 

「
道
助
法
親
王
家
十
首
」
と
し
て
成
立
－
・
・
を
重
ね
た
か
、
こ
の
度
の
歌
会
も
 
 

「
北
院
御
記
」
 
の
 
「
制
定
」
を
踏
ま
え
て
和
歌
を
重
ね
る
ぺ
き
た
ろ
う
か
、
と
 
 

定
家
に
尋
ね
た
折
の
も
の
で
あ
る
。
（
ち
な
み
に
、
こ
の
歌
会
詠
は
 
「
道
助
法
 
 

親
王
家
十
五
首
」
と
し
て
安
貞
元
年
中
に
纏
め
ら
れ
る
）
。
以
下
、
前
述
し
た
 
 

文
治
の
歌
会
に
つ
い
て
の
記
述
が
続
く
訳
だ
が
、
こ
こ
に
も
道
助
が
守
覚
の
和
 
 

歌
事
蹟
を
踏
ま
え
て
作
歌
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
窺
え
る
。
 
 
 

・
守
覚
の
三
人
だ
け
で
あ
り
、
 
 

れ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
 
 

覚
性
の
和
歌
好
尚
に
よ
っ
て
、
 
 

房
歌
人
の
存
在
も
与
か
っ
て
、
 
 

を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

『
月
詣
乗
』
 
に
も
各
一
首
人
集
す
る
な
ど
、
僅
か
な
か
ら
そ
の
歌
作
が
見
ら
れ
 
 

る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
現
存
詠
歌
は
全
部
合
わ
せ
て
も
十
首
に
満
た
ず
、
覚
性
は
 
 

ど
に
は
作
歌
活
動
に
積
梅
的
で
な
か
っ
た
。
実
際
、
守
覚
以
前
の
仁
和
専
制
室
 
 

六
人
の
中
、
家
集
が
残
っ
て
い
る
の
は
宇
多
天
皇
 
（
 
『
寛
平
御
集
』
）
・
覚
性
 
 

大
御
室
・
中
御
室
・
高
野
御
宝
覚
法
に
は
見
ら
 
 

覚
性
が
御
室
で
あ
っ
た
平
安
末
期
の
仁
和
寺
は
、
 
 

さ
ら
に
は
癌
金
剛
院
に
任
し
て
い
た
兵
衛
ら
女
 
 

当
時
の
歌
界
に
お
け
る
一
つ
の
和
歌
活
動
の
場
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つ
ま
り
、
こ
う
し
た
点
よ
り
す
る
と
、
覚
牲
に
引
き
続
い
て
御
重
守
覚
の
時
 
 

代
も
ま
た
、
仁
和
寺
が
当
時
の
歌
界
に
お
け
る
一
つ
の
作
歌
活
動
の
培
で
あ
り
、
 
 

そ
こ
で
の
詠
作
は
後
代
の
御
室
の
和
歌
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
、
 
 

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
か
ら
、
そ
う
し
た
半
面
、
守
覚
の
現
存
歌
数
を
調
べ
て
み
る
と
、
 
 

家
集
『
北
院
御
重
御
菜
』
 
∧
神
宮
文
庫
蔵
本
）
 
の
一
四
五
首
に
 
「
正
治
百
首
」
 
 

等
に
載
る
詠
歌
を
重
複
を
避
け
て
合
わ
せ
る
と
、
全
部
で
三
一
五
首
程
と
な
る
っ
 
 

も
ち
ろ
ん
、
守
覚
に
は
現
存
L
て
い
な
い
歌
も
多
々
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
う
と
 
 

し
て
単
純
に
数
の
上
か
ら
言
う
と
、
こ
の
三
一
五
首
は
覚
法
以
前
の
御
室
よ
り
 
 

は
多
い
も
の
の
、
家
集
だ
け
で
八
五
〇
首
も
あ
る
覚
性
に
は
及
ば
な
い
。
そ
の
 
 

意
味
で
は
、
歌
会
や
歌
含
を
主
催
し
て
い
た
に
せ
よ
、
守
覚
は
覚
性
ほ
ど
に
は
 
 

作
歌
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
守
寛
は
そ
の
分
 
 

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
作
歌
活
動
以
外
の
面
に
注
い
で
い
た
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

で
は
、
と
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
注
い
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
る
と
こ
ろ
、
 
 

そ
の
一
つ
に
仏
教
関
係
の
数
多
い
著
作
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
事
実
、
守
覚
の
優
 
 

に
百
を
越
え
る
著
作
数
は
、
前
代
御
室
の
真
性
な
ど
逆
に
遥
か
及
ば
な
い
も
の
 
 

が
あ
る
。
し
か
も
、
醍
醐
寺
勝
賢
や
保
秦
院
覚
成
等
か
ら
広
沢
・
小
野
両
統
密
 
 

教
を
伝
受
し
て
大
成
し
た
の
も
守
覚
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
す
る
詠
歌
 
 

の
総
数
は
三
一
五
首
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
和
歌
活
動
が
 
 

仏
教
上
の
諸
活
動
と
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
点
、
そ
の
仁
和
寺
御
室
と
し
て
 
 

の
業
績
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
数
も
あ
な
が
ち
理
解
で
き
な
い
数
と
 
 

は
言
え
ま
い
。
特
に
「
御
室
五
十
音
」
 
（
正
治
元
年
）
・
「
正
治
初
直
百
首
」
 
 

（
正
治
二
年
）
な
ど
、
守
覚
の
作
歌
活
動
が
晩
年
に
及
ん
で
よ
り
一
層
盛
ん
な
 
 

の
は
、
そ
の
〓
凶
と
し
て
仏
教
面
に
お
け
る
次
第
・
作
法
な
ど
の
整
理
確
立
、
 
 

例
え
ば
修
法
次
第
な
ど
を
既
に
大
か
た
整
理
で
き
た
こ
と
、
あ
る
い
は
建
久
六
 
 

年
八
月
の
中
宮
佳
子
御
産
御
祈
り
の
時
、
弟
子
の
道
療
法
親
王
が
守
覚
に
か
わ
 
 

っ
て
孔
雀
径
修
法
を
担
当
し
た
こ
と
に
窺
え
る
後
継
者
の
存
在
、
こ
れ
ら
が
守
 
 

覚
に
時
間
的
余
裕
を
も
た
ら
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
 
 

に
至
る
ま
で
の
多
年
に
及
ぶ
詠
作
歴
や
、
轟
昭
ら
か
ら
受
け
た
和
歌
知
識
の
蓄
 
 

積
も
見
逃
せ
な
い
要
因
に
は
違
い
な
い
が
。
 
 
 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
守
覚
の
著
作
の
多
さ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
景
に
様
々
な
 
 

要
因
が
絡
ん
で
い
る
に
せ
よ
、
一
つ
に
は
守
覚
を
取
り
巻
く
時
代
環
境
の
変
化
 
 

が
大
き
く
与
っ
て
い
た
の
は
問
養
い
あ
る
ま
い
。
例
え
ば
培
承
四
年
成
立
の
 
『
 
 

北
院
御
室
拾
要
某
』
を
見
て
み
る
と
、
 
 

脚
俵
有
所
思
、
自
四
月
二
日
索
病
隙
記
意
中
…
‥
■
 
（
中
略
）
 
 

巳
上
於
病
中
勘
之
、
…
…
 
 

＊
 
｛
 
）
 
は
細
字
の
二
行
書
を
示
す
。
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
。
 
 

と
あ
っ
て
、
「
一
天
四
塞
静
」
か
な
ら
ぎ
る
中
、
守
寛
が
 
「
故
事
々
似
失
次
第
」
 
 

と
い
う
こ
と
を
憂
い
て
当
書
を
著
し
た
旨
窺
え
る
。
殊
に
守
寛
が
病
床
に
て
著
 
 

し
た
の
は
、
病
床
の
徒
然
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
一
面
で
は
自
己
 
 

の
脆
弱
さ
と
遁
来
る
戦
乱
と
を
鑑
み
て
、
「
故
事
」
次
第
が
自
分
の
代
で
途
絶
 
 

せ
ぬ
よ
う
後
代
へ
残
す
、
と
い
う
意
図
も
働
い
て
い
よ
う
。
ち
な
み
に
、
守
覚
 
 

の
家
集
『
北
院
御
室
御
集
』
の
哀
傷
歌
の
中
に
は
、
今
は
亡
き
の
童
の
 
「
横
笛
 
 

の
譜
神
楽
催
馬
楽
風
俗
の
語
」
 
「
声
明
法
則
ま
で
も
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く
く
ら
 
 

か
ら
ず
し
た
た
め
を
き
た
る
さ
ま
」
を
「
末
の
世
の
た
か
ら
、
此
道
の
鏡
」
と
 
 

評
し
た
守
覚
の
言
葉
が
見
出
だ
せ
る
 
二
三
八
番
詞
書
）
。
こ
れ
は
歌
謡
お
よ
 
 
 

今
年
東
夷
北
秋
相
起
。
一
天
四
塞
不
静
云
々
。
予
自
去
冬
以
来
 
 

依
蛸
痢
暫
蟄
居
。
其
間
室
中
之
憧
更
記
留
也
。
 
（
中
略
）
 
 

北
院
御
室
拾
雲
集
（
住
居
得
記
乏
故
事
々
似
突
放
第
。
若
有
病
悪
者
後
 
 

可
再
調
ぇ
。
）
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び
声
明
法
則
と
い
う
禁
道
に
関
し
て
の
言
及
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
仏
道
に
つ
 
 

い
て
も
、
守
寛
が
 
「
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く
く
ら
か
ら
ず
し
た
た
め
」
る
こ
と
を
 
 

以
て
 
「
末
の
世
の
た
か
ら
、
此
道
の
鏡
」
と
考
え
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
 
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
平
安
末
・
鎌
倉
初
期
の
 
「
末
の
世
」
 
に
お
い
て
、
守
覚
自
ら
「
 
 

故
事
の
幸
次
第
を
失
う
に
似
た
り
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
「
故
事
」
 
 

等
を
 
「
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く
く
ら
か
ら
ず
し
た
た
め
」
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
 
 

あ
る
。
『
北
院
御
室
拾
雲
集
』
 
の
内
容
が
弟
子
達
へ
の
故
事
教
訓
に
満
ち
て
い
 
 

る
の
も
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
り
「
し
た
た
め
」
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
 
 
 

実
際
、
守
覚
の
数
あ
る
著
作
の
中
に
は
、
修
法
終
了
後
に
著
さ
れ
た
修
法
次
 
 

第
等
か
多
い
の
で
あ
る
。
略
年
譜
に
示
し
た
通
り
、
奥
書
な
ど
か
ら
成
立
時
期
 
 

の
分
か
る
書
だ
け
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
関
係
し
た
修
法
が
同
年
中
に
施
行
さ
 
 

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
承
安
元
年
三
月
廿
三
日
の
愛
染
王
法
修
法
に
際
し
て
は
 
 

『
公
家
愛
染
王
御
値
慮
用
意
』
、
翌
二
年
十
月
四
日
孔
雀
経
法
修
法
の
後
に
は
 
 

『
孔
雀
姪
御
修
癌
次
第
』
な
ど
、
枚
挙
に
連
が
な
い
。
こ
れ
な
ど
は
、
「
故
事
」
 
 

次
第
を
失
う
こ
と
暮
夏
い
た
守
寛
が
書
記
す
る
こ
と
で
形
式
を
確
立
し
、
そ
の
 
 

維
持
を
は
か
っ
た
か
ら
と
言
え
る
。
 
 
 

更
に
例
を
あ
け
る
と
、
建
久
二
年
五
月
の
祈
雨
御
祈
り
が
あ
る
。
前
述
し
た
 
 

通
り
、
こ
の
頃
守
某
は
病
み
上
が
り
で
あ
っ
た
め
、
兼
業
よ
り
の
孔
雀
経
修
法
 
 

依
頼
を
辞
退
し
、
代
っ
て
醍
醐
寺
勝
賢
が
十
七
日
よ
り
同
法
を
修
法
、
廿
四
日
 
 

に
結
願
L
た
。
『
建
久
二
年
析
両
日
記
』
 
に
よ
る
と
、
そ
の
後
の
廿
五
日
に
は
、
 
 

自
御
重
披
始
行
制
祈
御
者
数
三
支
送
賜
之
。
御
礼
云
、
 
 

昨
日
大
法
結
胆
畢
候
欺
。
勧
賞
何
事
哉
。
勅
使
参
向
欺
。
 
 

其
間
儀
式
可
昭
矧
。
伴
僧
央
名
護
摩
小
壇
等
人
々
可
注
願
者
也
。
 
 

葡
萄
。
団
別
封
代
刷
珊
轡
盟
刷
村
側
瑚
、
胡
瓜
園
利
鞘
閻
劃
瑚
。
 
 

（
＊
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）
 
 

と
見
え
る
よ
う
に
、
孔
雀
控
が
無
事
結
僻
し
た
勝
賢
に
対
し
て
、
御
室
守
覚
は
 
 

儀
式
次
第
を
記
す
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
は
末
代
の
 
「
俳
法
之
威
力
」
が
 
 

弱
い
た
め
、
こ
う
し
た
 
「
蛋
勅
」
 
の
あ
る
修
法
を
書
き
留
め
よ
う
と
し
た
か
ら
 
 

で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
「
未
の
世
」
 
に
お
い
て
 
「
此
道
」
 
の
維
持
を
は
か
る
べ
 
 

く
、
守
覚
か
鋭
意
低
値
次
第
を
 
「
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く
く
ら
か
ら
ず
L
た
た
め
」
 
 

よ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
 
 
 

要
す
る
に
守
覚
の
生
き
て
い
た
平
安
末
・
鎌
倉
初
期
と
い
う
の
は
、
末
法
思
 
 

相
心
が
広
く
世
に
浸
透
し
、
現
実
の
世
相
も
頗
平
の
騒
乱
を
は
じ
め
と
し
て
不
穏
 
 

な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
病
弱
な
守
覚
は
現
世
を
厭
っ
て
来
世
希
求
 
 

の
意
識
を
強
め
、
仏
教
へ
よ
り
一
層
没
入
し
た
結
果
、
数
多
い
仏
教
関
係
の
書
 
 

を
著
し
て
 
「
此
道
」
 
（
仏
道
）
 
の
維
持
を
図
ろ
う
と
し
た
。
そ
L
て
自
ら
著
作
 
 

す
る
こ
と
に
留
ま
ら
す
、
当
時
存
在
し
た
聖
教
を
も
無
事
に
維
持
保
存
し
よ
う
 
 

と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

文
治
二
年
に
弘
法
大
師
招
来
の
 
「
三
十
帖
冊
子
」
 
「
両
界
鼻
茶
羅
一
を
乗
寺
 
 

経
蔵
よ
り
大
聖
院
控
蔵
に
移
硬
L
た
件
も
、
そ
の
一
つ
の
表
れ
と
言
え
る
。
こ
 
 

れ
は
戦
乱
の
ど
さ
く
き
に
紛
れ
て
乗
寺
よ
り
取
っ
た
と
の
見
方
も
で
き
よ
う
が
、
 
 

朗
謹
書
黒
木
『
仁
和
寺
御
伝
』
 
に
は
 
「
依
有
散
失
之
恐
也
」
と
の
記
述
も
あ
る
。
 
 

元
を
辿
れ
ば
棄
寺
と
仁
和
寺
ほ
同
じ
弘
法
大
師
に
連
な
る
ゆ
え
、
こ
れ
が
表
向
 
 

き
の
理
由
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
不
穏
な
社
会
事
情
を
背
景
に
、
宗
祖
の
宝
物
の
 
 

散
逸
を
恐
れ
た
こ
と
も
移
渡
し
た
理
由
の
一
部
に
含
ま
れ
て
は
い
よ
う
。
 
 
 

つ
ま
り
、
守
覚
の
数
多
い
著
作
や
聖
教
保
護
の
背
後
に
は
、
末
癌
の
世
に
お
 
 

け
る
守
覚
の
仏
道
護
持
の
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
守
覚
 
 

の
和
歌
活
動
は
こ
の
様
な
仏
教
上
の
諸
活
動
と
並
行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
 
 

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
仏
教
上
の
諸
活
動
と
似
通
っ
た
事
蹟
が
見
ら
れ
る
。
例
 
 

え
ば
、
密
教
を
醍
醐
寺
勝
賢
や
保
幕
院
覚
成
な
ど
か
ら
伝
受
L
た
ご
と
く
、
守
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覚
は
 
『
古
今
集
』
ほ
じ
め
勅
撰
集
・
私
家
集
な
と
に
つ
い
て
敷
島
・
顕
昭
ら
か
 
 

ら
進
講
を
受
け
た
り
、
あ
る
い
は
当
時
の
騒
乱
う
ち
続
く
末
法
の
世
の
中
で
、
 
 

前
代
の
文
化
遺
産
を
後
世
に
残
す
へ
く
、
「
故
事
」
次
第
や
「
三
十
帖
冊
子
」
 
 

「
両
界
量
茶
確
」
 
の
よ
う
に
多
く
の
家
集
を
仁
和
寺
内
に
収
蔵
整
理
す
る
、
と
 
 

い
っ
た
具
合
に
、
守
覚
の
和
歌
事
跡
に
お
け
る
歌
書
の
伝
受
 
（
＝
進
講
）
 
や
収
 
 

蔵
・
著
作
 
（
＝
詠
作
）
 
ほ
、
仏
道
上
に
お
け
る
仏
典
仏
書
の
伝
受
や
収
蔵
■
著
 
 

作
の
事
蹟
と
似
通
っ
て
い
る
。
L
た
が
っ
て
、
守
覚
に
お
け
る
歌
集
家
集
や
注
 
 

釈
書
の
収
蔵
・
進
講
に
関
す
る
記
事
の
多
き
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
仏
教
護
持
 
 

の
姿
勢
と
同
様
、
和
歌
活
動
に
お
い
て
も
守
寛
が
 
「
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く
く
ら
 
 

か
ら
ず
し
た
た
め
」
る
こ
と
を
以
て
 
「
此
道
の
鏡
」
と
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
 
 

も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
 

（
丙
）
、
守
覚
と
古
踊
歌
書
目
録
 
 
 

実
際
、
そ
う
し
た
一
端
は
、
太
田
晶
二
郎
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
専
経
闇
文
 
 

庫
蔵
 
「
古
蹟
歌
書
目
録
一
（
以
下
「
古
蹟
日
録
」
乃
至
は
 
「
目
録
」
 
と
略
す
）
 
 

に
も
表
れ
て
い
る
。
こ
の
 
「
古
粗
目
録
」
 
に
関
し
て
は
、
前
に
 
（
参
考
文
献
）
 
 

と
し
て
示
し
た
御
論
考
に
お
い
て
、
太
田
氏
が
仁
和
寺
北
院
の
歌
書
目
録
ら
し
 
 

く
し
か
も
守
覚
法
親
王
時
代
に
目
録
の
原
初
形
態
が
成
立
し
て
い
た
、
と
の
指
 
 

摘
を
な
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

確
か
に
、
太
田
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
古
根
目
録
」
に
は
仁
和
寺
と
の
 
 

つ
な
が
り
を
窺
わ
せ
る
徴
証
か
散
見
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
そ
の
う
ち
い
く
 
 

つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
す
、
そ
の
一
つ
と
L
て
は
、
目
録
第
三
に
見
え
る
教
品
等
で
崇
徳
院
本
『
 
 

古
今
集
』
 
で
あ
る
。
「
諸
推
記
」
 
に
よ
れ
ば
、
敷
島
は
在
俗
の
頃
、
源
有
仁
相
 
 

伝
の
貫
之
自
筆
本
『
古
今
集
』
を
崇
徳
院
よ
り
借
り
受
け
て
書
写
・
比
較
L
、
 
 

治
承
元
年
九
月
よ
り
そ
れ
を
踏
ま
え
て
守
覚
に
 
『
古
今
集
』
を
講
じ
て
い
る
。
 
 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
教
長
筆
本
『
古
今
集
』
は
こ
う
し
た
事
情
を
経
た
 
『
古
今
 
 

冥
』
 
で
あ
っ
て
、
仁
和
寺
守
覚
に
進
講
し
た
関
係
上
、
「
古
蹟
目
録
「
 
に
載
せ
 
 

ら
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

第
二
点
は
、
目
録
第
十
「
諸
家
集
近
代
」
に
載
る
自
筆
本
『
長
秋
詠
蕃
』
と
、
 
 

女
房
歌
人
の
家
集
『
堀
画
集
』
 
『
兵
衛
乗
』
で
あ
る
。
傑
或
は
治
承
二
年
貢
に
 
 

守
覚
へ
自
環
家
集
を
進
耕
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
自
筆
本
は
そ
の
折
に
進
離
さ
 
 

れ
た
家
集
と
受
け
取
れ
る
。
他
方
、
掘
河
・
兵
衛
の
姉
妹
に
つ
い
て
は
、
前
述
 
 

し
た
如
く
堀
河
は
待
賢
門
院
靖
子
に
、
兵
衛
は
埠
子
と
そ
の
女
上
西
門
院
統
子
 
 

に
女
房
と
し
て
仕
え
て
お
り
、
そ
の
関
係
上
、
彼
女
ら
は
女
院
母
娘
が
止
任
し
 
 

て
い
た
仁
和
寺
法
金
剛
院
御
所
等
を
舞
台
と
し
て
作
歌
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
 
 

よ
っ
て
、
彼
女
ら
の
家
集
が
「
古
蹟
目
録
」
 
に
載
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
目
 
 

録
が
仁
和
寺
に
関
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
L
て
、
第
十
「
諸
 
 

家
集
近
代
」
 
に
載
る
女
房
歌
人
と
し
て
は
彼
女
ら
だ
け
な
の
で
あ
る
一
ユ
。
 
 
 

第
三
点
と
し
て
は
、
「
和
苛
日
録
」
 
の
下
方
に
あ
る
 
「
蘭
御
荘
蔵
御
所
」
と
 
 

い
う
注
記
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
解
せ
ば
 
「
南
の
経
蔵
の
御
所
」
と
な
る
。
 
 

要
す
る
に
、
南
の
、
御
所
の
あ
る
寺
院
内
の
経
蔵
に
「
和
苛
日
録
」
は
収
め
ら
 
 

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
太
田
氏
は
「
南
御
経
蔵
御
所
」
と
し
て
仁
和
寺
の
両
 
 

院
と
南
御
室
と
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
稿
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
で
も
、
直
接
 
 

に
 
「
南
御
糧
蔵
御
所
」
の
用
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
南
」
の
辛
が
 
 

付
き
れ
た
御
所
内
の
経
廟
と
し
て
は
、
仁
和
寺
に
お
い
て
両
院
御
所
経
菰
が
見
 
 

出
だ
さ
れ
た
。
逆
に
他
宗
寺
院
を
見
渡
し
て
も
該
当
す
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
ゥ
 
 

L
た
が
っ
て
、
こ
の
注
記
も
ま
た
、
「
古
蹟
目
録
」
が
仁
和
寺
に
関
わ
る
も
の
 
 

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
 
 
 

な
お
、
太
田
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
南
御
室
と
い
う
の
は
、
寛
平
法
皇
の
代
に
、
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仁
和
寺
本
寺
に
対
し
て
そ
の
南
西
側
に
建
立
さ
れ
た
御
所
を
言
い
、
代
々
こ
の
 
 

別
室
を
相
承
す
る
暑
が
御
重
と
呼
ば
れ
た
 
（
御
室
相
承
記
・
巻
〓
。
た
だ
L
、
 
 

『
本
要
記
』
 
（
仁
和
寺
史
料
）
 
な
ど
を
参
照
す
る
と
、
蘭
御
室
に
経
蔵
が
あ
っ
 
 

た
と
の
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
両
院
は
、
高
野
卸
宴
覚
注
が
造
 
 

営
し
た
御
所
で
、
そ
の
経
蔵
は
長
承
二
年
六
月
七
日
に
供
養
さ
れ
て
い
る
 
〈
同
 
 

前
・
巻
四
）
。
よ
っ
て
、
経
蔵
の
あ
る
両
院
御
所
は
よ
い
と
し
て
、
南
御
室
が
 
 

「
南
御
径
蔵
御
所
」
 
で
あ
る
と
は
見
徹
し
か
た
い
。
 
 
 

第
四
点
と
L
て
は
、
仁
和
寺
と
和
歌
の
上
で
繋
が
り
が
あ
っ
た
院
・
親
王
の
 
 

卸
集
・
御
撰
が
目
録
に
収
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
御
菓
・
御
撰
と
い
う
と
、
 
 

具
体
的
に
は
目
録
第
八
「
諸
家
乗
中
古
」
に
『
延
喜
御
集
』
 
『
天
暦
御
乗
』
 
『
 
 

花
山
院
御
集
』
、
日
録
第
九
「
諸
家
集
近
代
」
 
に
 
『
射
山
菜
』
 
（
作
者
不
明
・
 
 

上
皇
の
御
集
で
あ
ろ
う
か
）
 
と
『
三
宮
翻
案
』
、
第
十
五
 
「
髄
脳
」
 
に
崇
徳
院
 
 

御
撰
『
田
舎
髄
脳
』
が
見
え
る
。
 
 
 

こ
の
う
ち
の
 
『
三
宮
御
集
』
は
、
後
三
条
院
第
三
子
で
三
宮
と
称
し
た
輔
仁
 
 

の
家
集
で
あ
る
。
輔
仁
は
白
河
天
皇
か
ら
掘
河
天
皇
へ
の
譲
位
に
際
し
て
仁
和
 
 

寺
に
退
居
し
、
そ
こ
で
歌
作
等
を
行
っ
て
い
た
。
実
際
、
『
金
窯
業
』
 
に
は
仁
 
 

和
寺
で
父
の
後
三
条
院
を
偲
ん
だ
歌
も
見
え
る
 
（
五
三
二
番
）
。
散
侠
L
た
『
 
 

三
宮
卸
業
』
が
ど
の
様
な
家
集
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
三
富
輔
仁
が
仁
和
寺
で
 
 

和
歌
活
動
を
行
っ
て
い
た
点
は
間
違
い
な
い
っ
 
 
 

ま
た
、
目
録
第
十
五
「
髄
脳
」
 
に
載
る
 
『
田
舎
髄
脳
』
を
撰
じ
た
崇
徳
院
は
、
 
 

覚
性
法
親
王
の
同
腹
（
待
賢
門
院
嘩
子
腹
）
 
の
見
で
あ
り
、
そ
の
眠
懲
の
間
柄
 
 

は
、
保
元
の
乱
に
お
い
て
崇
徳
院
が
覚
性
の
い
る
仁
和
寺
へ
退
避
し
た
事
実
に
 
 

端
的
に
窺
え
る
。
『
出
観
葉
』
 
に
は
崇
徳
院
と
の
贈
答
歌
も
見
ら
れ
、
さ
ら
に
 
 

『
忠
盛
莞
』
 
（
異
本
系
一
七
五
番
歌
）
等
に
よ
る
と
、
崇
徳
院
自
ら
仁
和
寺
法
 
 

金
剛
院
に
御
幸
し
て
歌
会
喜
催
し
て
お
り
、
和
歌
の
上
で
仁
和
寺
と
交
流
が
あ
 
 

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
加
え
て
、
御
集
・
御
撰
で
は
な
い
が
、
日
録
第
十
五
 
「
 
 

髄
脳
」
に
は
「
範
兼
卿
撰
進
二
条
院
」
と
い
う
注
記
の
あ
る
『
和
歌
董
費
抄
』
 
 

も
見
え
る
。
二
条
院
は
覚
性
注
視
王
の
弟
子
で
あ
り
、
仁
平
元
年
十
月
十
四
日
 
 

か
ら
久
義
元
年
八
月
四
日
ま
で
仁
和
寺
に
入
っ
て
お
り
 
〓
代
要
記
）
、
そ
れ
 
 

ゆ
え
覚
睦
も
回
天
皇
の
護
持
僧
を
勤
め
る
な
ど
、
両
者
の
間
に
は
親
交
が
あ
っ
 
 

た
。
『
出
観
兼
』
 
に
は
二
条
院
と
の
歌
の
贈
答
も
見
ら
れ
、
和
歌
の
上
で
も
交
 
 

流
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
目
録
に
御
課
・
御
集
等
が
載
る
院
・
覗
王
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
 
 

三
宮
輔
仁
ニ
ー
条
院
・
崇
徳
院
に
つ
い
て
は
仁
和
寺
と
和
歌
の
上
て
の
繋
が
り
 
 

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
条
慌
こ
宗
徳
院
に
関
わ
る
歌
書
に
つ
い
 
 

て
は
、
靖
輔
・
戟
昆
と
い
っ
た
二
条
院
・
崇
徳
院
近
臣
で
仁
和
寺
へ
も
参
じ
て
 
 

い
た
歌
人
に
よ
り
将
来
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
仁
和
寺
 
 

と
交
流
の
あ
る
院
・
親
王
の
歌
書
が
目
録
に
載
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
 
 

目
録
が
仁
和
寺
に
関
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

第
五
点
は
、
目
録
第
十
六
「
雑
」
 
に
藤
原
定
家
筆
『
新
吉
今
集
』
が
載
っ
て
 
 

い
る
点
で
あ
る
。
『
新
古
今
集
』
 
は
元
久
二
年
の
成
立
て
あ
る
か
、
定
家
は
承
 
 

元
三
年
八
月
一
日
、
御
室
適
法
に
自
筆
本
『
新
古
今
集
』
を
献
L
て
い
る
 
（
烏
 
 

丸
本
奥
書
∨
。
よ
っ
て
、
日
録
所
載
の
定
家
自
筆
本
は
こ
の
折
に
献
じ
ら
れ
た
 
 

『
新
古
今
集
』
と
捉
え
ら
れ
る
。
 
 
 

以
上
、
太
田
氏
の
ご
指
摘
を
踏
ま
え
、
第
二
二
二
・
四
点
に
多
少
私
に
補
足
 
 

を
加
え
、
「
古
粗
目
録
」
 
の
中
に
見
ら
れ
る
仁
和
等
閑
連
の
徴
証
の
い
く
つ
か
 
 

を
掲
げ
て
み
た
。
こ
れ
ら
よ
り
す
る
と
、
「
．
舌
揖
日
録
」
が
仁
和
寺
に
お
け
る
 
 

歌
書
目
録
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
言
え
る
。
で
は
、
「
古
鏡
目
録
」
 
 

は
一
体
い
つ
頃
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

ま
ず
、
「
古
隕
日
録
」
を
み
る
と
、
前
述
L
た
よ
う
に
定
家
か
承
元
三
年
八
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月
一
日
に
御
室
適
法
に
麒
し
た
 
『
新
古
今
集
』
も
収
め
ら
れ
て
い
る
点
に
気
が
 
 

付
く
。
し
か
し
な
か
ら
、
『
新
吉
今
菓
』
を
除
く
同
目
録
の
所
載
文
献
ほ
、
殆
 
 

と
が
 
『
新
吉
今
粟
』
以
前
に
成
立
し
た
歌
書
・
物
語
規
で
あ
る
。
実
際
、
目
録
 
 

を
見
る
と
、
『
新
古
今
集
』
に
次
い
で
時
代
が
下
る
歌
書
と
し
て
は
建
久
八
年
 
 

に
俊
成
か
式
子
内
親
王
に
奉
献
L
た
 
『
古
来
風
体
抄
』
が
あ
る
程
度
で
、
そ
れ
 
 

も
日
録
第
十
五
「
髄
脳
」
 
の
末
尾
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
前
記
の
 
『
新
古
今
集
』
 
 

に
し
て
も
、
目
録
第
三
・
四
の
勅
撰
集
が
載
る
「
六
代
案
」
 
に
は
な
く
、
第
十
 
 

」
ハ
「
推
」
 
の
末
尾
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
第
四
 
「
六
代
集
」
 
の
項
に
 
 

は
 
『
千
載
集
』
 
の
名
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
 
「
六
代
集
」
 
の
緒
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
 
 

よ
っ
て
、
『
古
来
風
体
抄
』
 
『
千
載
稟
』
 
『
新
古
今
集
』
を
後
世
の
目
録
追
加
 
 

分
と
見
る
な
ら
ば
、
描
か
に
筋
が
適
っ
て
説
明
で
さ
る
。
つ
ま
り
、
「
古
揖
目
 
 

録
」
の
原
型
が
『
千
載
黛
』
成
立
以
前
の
段
階
、
即
ち
守
覚
法
親
王
の
頃
既
に
 
 

作
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
太
田
氏
の
血
刑
見
解
は
首
肯
し
得
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
守
寛
が
俊
成
ら
に
進
赦
さ
せ
た
諸
家
集
が
他
に
分
散
 
 

せ
ず
、
第
十
「
諸
家
晃
近
代
」
と
い
う
一
箇
所
に
集
中
し
て
配
さ
れ
て
い
る
の
 
 

は
、
既
に
目
録
原
型
の
成
立
時
に
整
理
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
こ
 
 

れ
を
踏
ま
え
る
と
、
「
古
蹟
目
録
」
 
の
原
型
が
形
を
な
し
た
の
は
、
俊
成
ら
が
 
 

家
集
を
進
献
し
た
冶
承
二
年
夏
か
ら
文
治
四
年
の
 
『
千
載
集
』
成
立
以
前
が
妥
 
 

当
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
本
節
 
（
乙
）
 
で
述
べ
た
よ
う
に
、
源
平
の
騒
乱
 
 

な
ど
で
世
情
が
混
乱
し
て
い
た
折
で
あ
る
。
守
覚
は
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
散
 
 

逸
を
防
ぐ
た
め
東
寺
「
二
十
帖
冊
子
」
等
を
仁
和
寺
大
聖
院
に
移
渡
し
た
の
と
 
 

同
様
、
同
時
代
の
歌
書
を
後
世
に
残
す
た
め
広
く
仁
和
寺
に
集
め
、
そ
れ
以
前
 
 

か
ら
所
蔵
し
て
い
た
て
あ
ろ
う
歌
書
頸
と
合
わ
せ
て
日
録
を
編
ん
だ
。
そ
れ
が
 
 

「
古
碩
日
録
」
の
原
型
（
原
初
形
態
）
 
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

実
際
「
古
鏡
目
録
」
を
見
る
と
、
覚
性
や
守
寛
が
御
室
で
あ
っ
た
平
安
未
・
 
 

鎌
倉
初
期
に
成
立
し
た
 
（
乃
至
は
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
）
歌
書
が
所
載
文
 
 

献
全
体
の
三
分
の
一
ほ
ど
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
例
え
ば
俊
恵
等
 
 

の
白
課
京
菜
が
載
る
第
十
「
諸
家
集
近
代
」
を
は
じ
め
、
第
五
「
私
修
栗
」
・
 
 

第
六
「
私
撰
集
」
・
第
十
一
～
十
四
「
題
林
」
・
第
十
五
「
髄
脳
」
な
ど
に
載
 
 

る
文
献
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
覚
性
・
守
覚
時
代
の
仁
和
寺
に
お
い
て
和
 
 

歌
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
多
く
の
歌
 
 

書
か
収
蔵
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
な
お
、
こ
の
う
ち
に
は
、
治
承
二
年
に
 
 

守
寛
が
収
め
た
家
票
等
も
含
ま
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
う
L
た
中
で
も
、
清
輔
・
顧
昭
ら
六
条
藤
家
関
係
の
文
献
は
多
く
見
ら
れ
 
 

る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
垂
家
の
 
『
重
家
集
』
 
の
は
か
、
顕
昭
の
著
作
と
し
て
 
 

は
『
顕
昭
菜
』
を
始
め
 
『
萬
葉
実
時
代
勘
文
』
 
『
河
社
勘
文
』
 
『
今
撰
集
』
 
『
 
 

百
首
和
寄
陳
状
』
 
『
桑
門
集
』
が
あ
り
三
．
、
情
輔
の
著
作
と
し
て
は
『
〓
子
抄
』
 
 

『
往
古
今
』
 
『
奥
義
抄
』
 
『
題
目
集
注
抄
』
 
『
題
林
』
 
『
和
苛
様
之
体
』
 
『
続
 
 

詞
花
集
』
 
『
倭
歌
口
書
』
 
（
□
は
脱
字
）
が
見
出
だ
せ
る
。
更
に
目
録
第
十
六
 
 

「
維
」
 
に
は
 
「
清
輔
園
昭
経
平
朝
臣
環
之
」
と
の
注
記
が
あ
る
 
「
和
歌
現
在
書
 
 

日
録
」
も
載
っ
て
い
る
。
な
お
、
覚
性
・
守
覚
と
親
交
の
あ
っ
た
藤
原
敷
島
の
 
 

『
拾
遺
古
今
』
 
『
拾
遺
古
今
問
答
』
 
『
教
展
卿
菜
』
、
ま
た
歌
林
苑
の
 
『
歌
苑
 
 

抄
』
、
寂
担
『
後
葉
栗
』
、
道
因
『
現
存
菓
』
な
ど
、
六
条
藤
家
以
外
で
覚
性
 
 

・
守
覚
と
同
時
代
の
歌
人
 
（
歌
人
集
団
）
 
の
文
献
も
散
見
さ
れ
る
が
、
や
は
り
 
 

六
条
藤
安
閑
係
の
文
献
は
以
上
あ
げ
た
よ
う
に
他
に
比
し
て
多
い
。
裏
返
せ
ば
、
 
 

こ
れ
は
六
条
藤
家
が
仁
和
寺
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
 
 
 

例
え
ば
、
六
条
藤
家
清
輔
は
覚
性
と
交
流
が
あ
り
、
『
楕
輔
集
』
に
は
紫
全
 
 

量
専
御
所
を
訪
れ
た
折
の
泳
が
見
え
る
 
（
四
〇
二
番
歌
）
。
し
か
も
同
集
三
三
 
 

六
番
詞
書
に
よ
る
と
、
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五
官
う
せ
さ
せ
拾
ひ
て
後
、
御
室
へ
ま
ゐ
れ
り
け
る
に
、
 
 

庭
の
柁
を
見
て
お
ぼ
え
け
る
 
 

と
あ
っ
て
、
酒
輔
が
覚
性
の
舞
し
た
嘉
応
元
年
十
二
月
以
降
も
仁
和
寺
御
重
 
（
 
 

紫
金
塵
寺
・
長
殿
）
 
を
尋
ね
、
五
菖
覚
性
を
偲
ん
て
歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
が
 
 

分
か
る
。
だ
が
、
講
先
学
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
覚
性
入
滅
後
の
酒
輔
は
仁
和
 
 

寺
歌
壇
 
（
和
歌
圏
）
 
を
離
れ
て
九
条
家
歌
壇
へ
参
詠
し
て
お
り
、
酒
輔
と
守
覚
 
 

に
和
歌
の
上
で
ど
の
よ
う
な
交
渉
か
あ
っ
た
か
は
は
っ
き
り
L
な
い
。
僅
か
に
 
 

冒
録
第
十
「
諸
家
集
近
代
」
 
に
載
る
 
『
席
楠
集
』
 
に
つ
い
て
、
冶
承
元
年
頃
成
 
 

立
と
い
う
点
で
守
寛
に
進
献
し
た
 
（
乃
至
は
遊
離
す
る
つ
も
り
の
）
家
集
で
あ
 
 

っ
た
か
、
と
推
刺
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
以
外
の
目
録
所
載
の
 
 

酒
輔
編
著
の
歌
書
に
つ
い
て
は
、
中
に
は
守
覚
か
収
蔵
し
た
分
も
あ
る
だ
ろ
う
 
 

が
、
そ
の
各
々
の
成
立
時
期
か
ら
L
て
も
、
む
L
ろ
覚
性
か
御
室
の
頃
仁
和
寺
 
 

に
収
め
ら
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
言
え
る
。
 
 
 

他
方
、
顎
昭
に
つ
い
て
は
、
そ
の
間
麿
に
は
不
明
な
点
か
多
い
も
の
の
、
謡
 
 

先
学
三
の
御
研
究
を
参
照
す
る
と
、
少
な
く
と
も
二
〇
代
ま
て
は
比
叡
山
延
暦
 
 

寺
で
修
行
し
、
そ
の
の
ら
離
山
し
て
仁
和
寺
に
移
住
し
た
こ
と
か
明
ら
か
で
あ
 
 

る
昌
一
。
そ
L
て
胡
昭
は
、
改
案
の
注
釈
等
を
通
し
て
守
覚
へ
和
歌
を
講
じ
る
一
 
 

方
、
自
ら
編
ん
だ
歌
集
や
歌
学
書
看
守
覚
に
献
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
顕
昭
の
歌
 
 

学
上
の
知
識
が
守
覚
に
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
逆
に
顕
昭
に
修
癌
供
奉
 
 

の
事
跡
が
見
当
た
ら
な
い
の
も
、
そ
の
仁
和
寺
で
果
た
し
た
役
割
が
こ
の
辺
に
 
 

あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
言
え
る
。
目
録
に
顕
昭
編
著
の
歌
書
が
多
い
 
 

の
も
、
こ
う
し
た
理
由
に
依
る
の
て
あ
る
。
 
 
 

つ
ま
り
、
末
法
の
世
を
背
景
に
、
守
覚
は
歌
道
に
お
い
て
も
 
「
い
た
ら
ぬ
く
 
 

ま
な
く
く
ら
か
ら
ず
し
た
た
め
」
 
よ
う
と
し
、
広
く
同
時
代
歌
人
に
召
し
て
歌
 
 

書
の
収
蔵
を
図
る
一
方
、
以
前
か
ら
の
仁
和
寺
所
蔵
歌
書
と
併
せ
て
ヨ
録
を
編
 
 

ん
だ
。
そ
れ
が
 
「
古
粗
目
録
」
 
で
あ
る
。
ま
た
「
古
蹟
目
録
」
は
、
北
院
所
蔵
 
 

と
推
定
さ
れ
る
歌
書
、
即
ち
青
函
番
号
第
一
「
万
莞
集
」
か
ら
第
十
六
「
雑
」
 
 

ま
て
の
部
分
と
、
書
函
番
号
の
な
い
両
院
程
蔵
所
蔵
の
 
「
和
苛
冒
録
」
と
の
二
 
 

部
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
目
録
に
は
北
院
と
両
院
と
い
 
 

う
両
御
所
所
蔵
の
歌
書
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
 
 

守
寛
が
仁
和
寺
全
体
の
規
模
で
歌
書
を
整
理
」
よ
う
と
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
 
 

い
。
そ
し
て
、
顕
昭
は
、
様
々
な
作
歌
活
動
を
行
う
一
方
て
、
こ
う
し
た
歌
書
 
 

等
の
収
集
整
理
を
手
伝
い
、
注
釈
を
加
え
、
「
此
道
の
鎧
」
と
し
て
後
世
に
残
 
 

す
作
業
を
行
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
が
、
前
記
L
た
如
く
日
韓
中
の
 
 

朗
昭
の
歌
書
と
し
て
見
え
る
の
て
あ
る
。
 
 

（
丁
）
、
お
わ
り
に
 
 
 

以
上
、
守
覚
癌
親
王
の
略
年
譜
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
和
歌
店
動
に
つ
い
て
 
 

六
条
藤
家
顎
昭
ら
と
の
関
連
で
あ
ら
あ
ら
考
察
を
加
え
て
み
た
。
守
覚
の
和
歌
 
 

事
蹟
に
お
い
て
は
、
そ
の
詠
作
も
さ
る
こ
と
な
か
ら
、
「
古
蹟
歌
書
目
録
」
 
に
 
 

碩
わ
れ
る
歌
書
の
収
集
、
並
び
に
親
昭
ら
か
ら
受
け
た
諸
注
釈
・
進
講
と
い
っ
 
 

た
事
柄
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
 
 
 

即
ち
、
源
平
の
騒
乱
を
始
め
と
す
る
不
穏
な
社
会
情
勢
が
う
ち
続
く
中
で
、
 
 

守
覚
は
仏
典
の
み
な
ら
ず
、
歌
書
に
お
い
て
も
 
「
末
の
世
の
た
か
ら
」
と
し
て
 
 

仁
和
寺
経
蔵
に
整
理
収
蔵
を
は
か
っ
た
。
醍
醐
寺
勝
里
に
 
「
蛋
効
」
 
の
あ
る
修
 
 

法
を
書
き
留
め
さ
せ
た
如
く
、
当
代
を
代
表
す
る
諸
歌
人
（
俊
成
■
俊
恵
等
）
 
 

に
召
し
て
家
集
を
提
出
き
せ
、
そ
の
一
方
で
、
仏
典
仏
書
を
伝
受
し
た
よ
う
に
、
 
 

藤
原
教
長
・
顕
昭
ら
の
歌
学
者
に
よ
り
歌
集
の
進
講
・
注
釈
を
受
け
、
仏
道
だ
 
 

け
で
な
く
和
歌
に
関
し
て
も
 
「
い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く
く
ら
か
ら
ず
し
た
た
め
」
 
 

よ
う
と
L
た
。
六
条
藤
家
鰯
昭
ら
が
守
覚
に
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
就
中
、
源
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平
の
騒
乱
鞘
に
及
ん
で
却
昭
か
多
く
の
注
釈
書
を
認
め
た
の
は
、
以
上
の
事
情
 
 

に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
守
覚
か
和
歌
に
関
心
を
抱
く
前
提
と
し
て
、
守
覚
前
任
者
の
覚
 
 

性
法
規
王
の
噴
か
ら
仁
抑
葺
か
一
つ
の
和
歌
活
動
の
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
 
 

見
逃
せ
な
い
事
実
て
あ
る
‖
】
 
現
在
資
料
で
確
認
さ
れ
る
限
り
、
守
覚
の
和
歌
事
 
 

躁
は
治
承
元
年
九
月
の
藤
囁
数
馬
に
よ
る
『
古
今
集
』
進
講
を
以
て
初
見
と
し
、
 
 

そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
か
、
治
承
以
降
の
月
次
歌
会
に
 
「
脅
衆
」
と
 
 

し
て
招
か
れ
て
い
た
平
家
歌
人
は
、
既
に
待
賢
門
院
存
生
時
か
ら
仁
和
寺
と
の
 
 

和
歌
の
交
流
が
謹
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
吉
。
つ
ま
り
、
守
覚
の
歌
会
へ
の
参
詠
 
 

者
の
一
部
は
、
実
は
守
覚
以
前
か
ら
仁
和
寺
と
交
流
が
あ
る
歌
人
達
で
あ
っ
て
、
 
 

こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
守
党
は
、
覚
性
が
御
室
の
頃
仁
和
寺
に
参
じ
て
い
た
歌
人
 
 

を
自
分
の
歌
会
に
も
招
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
守
覚
の
和
歌
に
対
す
 
 

る
関
心
か
覚
性
時
代
の
仁
和
寺
・
癌
金
剛
院
に
ぉ
け
る
活
発
な
和
歌
活
動
と
無
 
 

関
係
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
に
は
な
る
ま
い
。
 
 
 

そ
し
て
、
そ
の
様
な
紹
歌
に
対
す
る
関
心
か
あ
っ
て
、
前
述
し
た
如
く
「
末
 
 

の
世
」
の
源
平
の
騒
乱
時
に
お
い
て
、
聖
教
の
み
な
ら
ず
歌
書
を
も
仁
和
寺
に
 
 

収
蔵
し
、
そ
の
維
持
保
存
を
図
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
飽
く
ま
で
も
守
 
 

覚
は
仁
和
寺
御
室
て
あ
っ
て
、
そ
の
歌
書
収
蔵
も
聖
教
護
持
の
姿
勢
に
由
来
す
 
 

る
も
の
。
そ
の
意
味
て
は
、
守
覚
に
と
っ
て
和
歌
は
仏
道
に
次
ぐ
二
義
的
な
も
 
 

の
て
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
あ
る
が
、
そ
の
生
涯
を
傭
曝
す
 
 

る
と
、
守
覚
は
 
m
末
の
世
」
 
に
お
け
る
仏
道
の
庇
護
着
た
る
と
と
も
に
、
歌
界
 
 

に
お
い
て
も
、
即
ち
、
仁
和
寺
法
親
王
と
し
て
倭
成
ら
に
家
集
を
提
出
さ
せ
た
 
 

り
、
定
家
ら
に
 
「
御
宝
五
十
首
」
を
詠
ま
せ
た
り
、
あ
る
い
は
願
昭
に
歌
集
の
 
 

庄
釈
を
さ
せ
、
敷
島
に
 
『
古
今
集
』
を
講
ぜ
さ
せ
る
な
ど
、
そ
の
維
持
発
展
に
 
 

努
め
た
庇
護
看
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
『
握
河
集
』
が
西
山
 
（
＝
仁
和
寺
内
）
 
に
て
自
課
さ
れ
た
家
集
で
あ
る
 
 

点
に
つ
い
て
は
、
既
に
錦
織
周
一
氏
が
指
摘
L
て
お
ら
れ
る
 
（
 
『
待
賢
 
 

門
院
堀
河
集
全
注
釈
』
 
和
泉
選
書
り
 
山
六
六
百
∵
 
〔
∪
 
お
そ
ら
く
、
『
 
 

堀
河
集
』
は
仁
和
寺
で
編
ま
れ
た
か
故
に
 
「
古
揖
目
録
一
に
載
せ
ら
れ
 
 

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
錦
織
氏
ほ
二
段
階
の
家
業
百
撰
を
ら
指
摘
 
 

さ
れ
る
。
実
際
「
古
揖
目
録
」
を
見
る
と
、
『
堀
河
集
』
 
の
注
記
に
 
「
 
 

一
帖
 
又
二
巷
 
文
一
巻
」
と
あ
り
、
巻
数
の
異
な
る
家
集
が
三
本
収
 
 

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
二
度
に
わ
た
る
家
 
 

集
編
集
の
過
程
か
ら
生
じ
た
も
の
を
収
め
た
も
の
た
ろ
う
か
。
 
 

（
2
）
 
日
録
第
十
六
「
雑
」
 
に
お
い
て
、
顕
昭
の
 
『
百
首
和
苛
陳
状
』
 
の
直
 
 

前
に
 
『
塩
河
院
百
首
注
』
三
巻
が
見
え
る
が
、
こ
の
庄
釈
書
に
は
作
者
 
 

注
記
が
な
い
。
た
だ
し
、
顕
昭
が
 
『
堀
何
首
首
注
』
を
著
し
て
い
た
こ
 
 

と
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
貞
夫
氏
等
 
（
『
校
本
 
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
 
 

と
そ
の
研
究
』
本
文
研
究
編
 
四
八
五
頁
）
 
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

よ
っ
て
、
こ
れ
が
顕
昭
の
堀
河
百
首
注
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 

（
3
）
 
先
学
の
御
研
究
と
し
て
は
左
を
参
照
と
し
た
。
 
 

西
澤
誠
人
民
「
願
昭
散
 
 
仁
和
寺
人
寺
を
め
ぐ
っ
て
 
 
」
 
 

（
和
歌
文
学
研
究
 
第
二
八
号
 
昭
和
四
十
七
⊥
ハ
）
 
 

西
村
加
代
子
氏
「
仁
和
寺
移
住
前
後
の
頚
昭
」
 
 

（
神
戸
学
院
女
子
短
大
紀
要
 
第
十
五
号
 
昭
和
五
十
七
二
二
）
 
 

同
氏
「
仁
和
寺
和
歌
蘭
と
顕
昭
－
・
覚
性
法
期
王
時
代
に
お
け
る
 
－
 
」
 
 

（
国
文
論
叢
 
第
九
号
 
昭
和
五
十
七
）
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川
上
新
一
郎
氏
一
顕
昭
略
年
譜
」
 
（
三
田
国
文
 
第
三
号
 
昭
和
六
十
）
 
 

（
4
）
 
顕
昭
の
仁
和
寺
人
寺
に
関
L
て
は
様
々
な
先
学
の
ご
研
究
が
あ
る
け
 
 

れ
と
も
、
久
雷
神
氏
か
引
か
れ
た
 
「
癖
承
法
眼
百
筆
消
息
」
 
に
よ
れ
ば
、
 
 

顕
昭
は
六
条
藤
家
艶
輔
の
晒
子
と
な
っ
て
後
、
北
院
御
所
に
参
候
し
た
 
 

と
い
う
 
宗
詣
望
雪
 
〔
二
軍
軒
の
没
年
は
久
寿
二
〓
ひ
ひ
年
五
月
七
日
で
あ
 
 

る
か
ら
、
顕
昭
は
そ
れ
以
前
に
硝
子
と
な
り
、
そ
の
の
ち
仁
和
寺
御
所
 
 

に
伺
候
し
た
こ
と
に
な
る
。
 
 

た
た
し
、
朗
唱
は
久
寿
元
〓
山
血
年
じ
月
十
九
日
に
 
『
散
木
奇
歌
集
』
 
 

を
 
「
彼
家
自
筆
永
二
・
を
以
て
書
写
校
合
L
て
い
る
 
（
『
散
木
奇
歌
集
』
 
 

奥
書
・
『
私
家
集
大
成
』
中
古
n
 
■
四
七
四
頁
）
。
同
様
に
俊
頼
の
歌
 
 

書
に
関
し
て
、
胡
昭
は
、
寿
永
一
一
年
に
紫
金
蔓
寺
御
所
に
て
 
『
俊
緬
無
 
 

名
抄
』
を
見
合
わ
せ
、
建
久
四
年
十
一
月
に
再
度
『
俊
額
無
名
抄
』
を
 
 

大
聖
院
御
所
に
て
校
合
L
て
い
る
 
（
奥
書
）
 
っ
 
こ
れ
ら
は
仁
和
寺
御
所
 
 

に
て
校
合
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
仁
和
寺
所
蔵
の
自
筆
本
、
即
ち
 
「
 
 

古
蹟
目
録
」
第
十
丘
所
載
の
自
筆
本
『
俊
頼
髄
脳
』
を
踏
ま
え
て
行
っ
 
 

て
い
た
可
能
性
か
高
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
筆
本
竺
散
木
奇
歌
集
』
 
の
書
 
 

写
校
合
も
、
日
録
第
九
に
自
筆
本
『
俊
頼
卿
集
』
 
1
し
注
記
に
は
 
「
一
 
 

帖
 
外
題
に
散
木
菜
 
佐
相
筆
、
又
】
本
十
帖
、
又
一
本
五
帖
」
と
あ
 
 

る
1
が
載
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
行
っ
て
い
た
こ
と
も
 
 

考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 

と
い
う
の
も
、
」
ハ
条
鹿
家
俊
垂
・
頼
経
 
（
＝
俊
額
の
子
と
孫
）
 
は
覚
 
 

性
に
親
近
し
て
お
り
、
『
出
観
集
』
 
に
は
俊
童
父
子
と
覚
性
と
の
贈
答
 
 

歌
も
多
い
。
そ
し
て
 
「
古
蹟
日
録
」
中
に
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
覚
 
 

性
・
守
寛
が
御
室
で
あ
っ
た
頃
の
文
献
か
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
よ
 
 

り
す
る
と
、
日
韓
中
の
俊
板
目
筆
の
歌
書
が
、
子
の
俊
垂
ら
に
よ
っ
て
 
 

仁
和
寺
に
将
来
さ
れ
た
可
能
性
も
皆
無
と
は
言
え
ま
い
。
即
ち
、
顕
昭
 
 

が
、
後
に
自
筆
本
『
俊
額
無
名
抄
』
を
見
合
わ
せ
た
如
く
、
仁
和
寺
に
 
 

お
い
て
日
録
第
九
所
載
の
自
筆
本
『
散
木
奇
歌
集
』
を
以
て
書
写
校
合
 
 

し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
ほ
、
こ
の
自
筆
本
が
鰻
重
ら
に
よ
る
 
 

「
披
家
自
筆
本
」
て
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
稿
者
の
推
酎
に
基
づ
く
。
 
 

言
い
換
え
れ
ば
、
顕
昭
は
、
久
寿
元
年
即
ち
廿
五
歳
の
時
に
は
、
仁
和
 
 

寺
に
人
寺
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
入
寺
し
な
い
ま
で
も
仁
和
寺
に
参
 
 

し
て
い
た
、
と
見
る
の
で
あ
る
か
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
大
方
の
和
裁
 
 

示
を
賜
り
た
い
〔
∨
 
 

（
5
）
 
拙
稿
「
仁
和
寺
と
平
氏
 
－
平
家
歌
壇
形
成
の
一
面
－
」
 
 

（
筑
波
大
学
平
家
部
会
論
集
 
第
二
集
 
平
成
二
年
）
 
 
叫
一
頁
、
 
 

∧
付
記
）
 
本
稿
を
為
す
に
あ
た
り
、
平
成
三
年
度
筑
波
大
学
教
育
研
究
科
に
 
 

お
け
る
大
井
善
書
教
授
御
担
当
の
 
「
日
本
文
学
史
」
を
受
講
さ
れ
 
 

た
諸
氏
よ
り
、
貴
重
な
御
教
示
を
戴
い
た
。
厚
く
卸
礼
申
し
上
げ
 
 

る
。
 
 

（
筑
波
大
学
文
芸
二
言
語
研
究
科
学
生
）
 
 
 


